
(57)【要約】

　【課題】会員遊技者特定記録媒体の再発行にかかる無

駄なコストを低減することができる遊技用システムの提

供。　

　【解決手段】会員カードを紛失した場合、該紛失した

会員カードから読み取られる会員ＩＤから特定される会

員情報を利用した取引を不可とする使用不可設定を設定

し（Ｄ１２）、再度紛失した会員カードが見つかった場

合には、該使用不可設定が設定された会員カードから読

み取られた会員ＩＤから特定される会員情報を利用した

取引を再び可能とする（Ｄ１３）。

【選択図】　　　　図６
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 会 員 登 録 を 行 っ た 会 員 遊 技 者 を 個 々 に 特 定 可 能 な 会 員 遊 技 者 特 定 情 報 と 対 応 付 け て 、 該
会 員 遊 技 者 に 関 す る 会 員 情 報 を 管 理 す る 会 員 情 報 管 理 手 段 を 備 え る 管 理 装 置 と 、
　 該 管 理 装 置 と 通 信 可 能 で あ り 、
　 前 記 会 員 遊 技 者 特 定 情 報 が 記 録 さ れ た 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 を 受 け 付 け て 、 該 受 け 付
け た 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 か ら 前 記 会 員 遊 技 者 特 定 情 報 を 読 み 取 り 、 該 読 み 取 っ た 会 員
遊 技 者 特 定 情 報 か ら 特 定 さ れ る 会 員 情 報 を 利 用 し た 取 引 の 処 理 を 行 う 会 員 遊 技 者 特 定 記 録
媒 体 処 理 手 段 を 備 え る 遊 技 用 装 置 と 、
　 か ら な る 遊 技 用 シ ス テ ム に お い て 、
　 前 記 管 理 装 置 は 、
　 前 記 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 か ら 読 み 取 ら れ た 会 員 遊 技 者 特 定 情 報 か ら 特 定 さ れ る 会 員
情 報 を 利 用 し た 取 引 を 不 可 と す る 使 用 不 可 設 定 を 設 定 す る 使 用 不 可 設 定 手 段 と 、
　 該 使 用 不 可 設 定 手 段 に よ り 使 用 不 可 設 定 が 設 定 さ れ た 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 か ら 読 み
取 ら れ た 会 員 遊 技 者 特 定 情 報 か ら 特 定 さ れ る 会 員 情 報 を 利 用 し た 取 引 を 再 び 可 能 と す る 使
用 可 能 設 定 を 設 定 す る 使 用 可 能 設 定 手 段 と 、 を 備 え 、
　 前 記 遊 技 用 装 置 は 、
　 前 記 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 処 理 手 段 に よ り 読 み 取 ら れ た 会 員 遊 技 者 特 定 情 報 か ら 特 定
さ れ る 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 が 前 記 使 用 不 可 設 定 手 段 に よ り 使 用 不 可 設 定 が 設 定 さ れ て
い る か 否 か の 確 認 を 前 記 管 理 装 置 に 対 し て 要 求 す る 確 認 要 求 手 段 を 備 え 、
　 前 記 管 理 装 置 は 、
　 前 記 確 認 要 求 手 段 か ら の 要 求 に 応 じ て 、 前 記 使 用 不 可 設 定 手 段 に よ る 設 定 に 基 づ い て 、
前 記 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 処 理 手 段 に て 受 け 付 け ら れ て い る 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 が
前 記 使 用 不 可 設 定 手 段 に よ り 使 用 不 可 設 定 が 設 定 さ れ て い る か 否 か を 判 定 す る 判 定 手 段 と
、
　 該 判 定 手 段 に よ る 判 定 結 果 を 要 求 元 の 遊 技 用 装 置 に 対 し て 送 信 す る 判 定 結 果 送 信 手 段 と
、 を 備 え 、
　 前 記 遊 技 用 装 置 は 、
　 前 記 判 定 結 果 送 信 手 段 か ら 使 用 不 可 設 定 が 設 定 さ れ て い る 旨 の 情 報 を 受 信 し た と き に 、
前 記 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 処 理 手 段 に て 受 け 付 け ら れ て い る 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 か
ら 読 み 取 ら れ た 会 員 遊 技 者 特 定 情 報 か ら 特 定 さ れ る 会 員 情 報 を 利 用 し た 取 引 を 実 行 さ せ な
い 使 用 停 止 手 段 を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 遊 技 用 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
　 請 求 項 １ に 記 載 し た 遊 技 用 シ ス テ ム で あ っ て 、
　 前 記 管 理 装 置 は 、
　 前 記 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 処 理 手 段 に 、 前 記 使 用 不 可 設 定 手 段 に よ り 使 用 不 可 設 定 が
設 定 さ れ た 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 が 受 け 付 け ら れ て い る か 否 か を 確 認 す る 会 員 遊 技 者 特
定 記 録 媒 体 受 付 確 認 手 段 と 、
　 該 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 受 付 確 認 手 段 に よ り 、 該 使 用 不 可 設 定 が 設 定 さ れ た 会 員 遊 技
者 特 定 記 録 媒 体 が 受 け 付 け ら れ て い る と 確 認 さ れ た と き に 、 該 使 用 不 可 設 定 が 設 定 さ れ た
会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 が 受 け 付 け ら れ て い る 遊 技 用 装 置 を 特 定 す る 遊 技 用 装 置 特 定 手 段
と 、
　 該 遊 技 用 装 置 特 定 手 段 に よ り 特 定 さ れ た 遊 技 用 装 置 を 特 定 可 能 な 情 報 を 表 示 す る 表 示 手
段 と 、
　 を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 遊 技 用 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ 】
　 請 求 項 １ 又 は ２ に 記 載 し た 遊 技 用 シ ス テ ム で あ っ て 、
　 前 記 管 理 装 置 は 、 前 記 使 用 不 可 設 定 手 段 に よ り 使 用 不 可 設 定 が 設 定 さ れ て い る 会 員 遊 技
者 特 定 記 録 媒 体 を 特 定 可 能 な 情 報 を 一 覧 表 示 す る 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 表 示 手 段 を 備 え
る こ と を 特 徴 と す る 遊 技 用 シ ス テ ム 。
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【 請 求 項 ４ 】
　 請 求 項 １ ～ ３ の い ず れ か １ つ に 記 載 し た 遊 技 用 シ ス テ ム で あ っ て 、
　 前 記 管 理 装 置 は 、 前 記 使 用 不 可 設 定 手 段 に よ り 使 用 不 可 設 定 が 設 定 さ れ て い る 会 員 遊 技
者 特 定 記 録 媒 体 に 代 わ る 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 の 発 行 が 行 わ れ た と き に 、 前 記 使 用 不 可
設 定 手 段 に よ り 使 用 不 可 設 定 が 設 定 さ れ て い る 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 か ら 特 定 さ れ る 会
員 遊 技 者 に 関 す る 情 報 を 抹 消 す る 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 情 報 抹 消 手 段 を 備 え る こ と を 特
徴 と す る 遊 技 用 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ５ 】
　 請 求 項 １ ～ ４ の い ず れ か １ つ に 記 載 し た 遊 技 用 シ ス テ ム で あ っ て 、
　 前 記 遊 技 用 装 置 は 、
　 前 記 判 定 結 果 送 信 手 段 か ら 使 用 不 可 設 定 が 設 定 さ れ て い る 旨 の 情 報 を 受 信 し た と き に 、
前 記 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 処 理 手 段 に て 受 け 付 け ら れ て い る 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 を
該 遊 技 用 装 置 の 内 部 に 留 保 す る 留 保 手 段 と 、
　 該 留 保 手 段 に よ り 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 が 留 保 さ れ て い る 旨 を 報 知 す る 報 知 手 段 と 、
を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 遊 技 用 シ ス テ ム 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
  本 発 明 は 、 会 員 登 録 を 行 っ た 会 員 遊 技 者 を 個 々 に 特 定 可 能 な 会 員 遊 技 者 特 定 情 報 と 対 応
付 け て 、 該 会 員 遊 技 者 に 関 す る 会 員 情 報 を 管 理 す る 管 理 装 置 と 、 該 管 理 装 置 と 通 信 可 能 で
あ り 、 前 記 会 員 遊 技 者 特 定 情 報 が 記 録 さ れ た 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 を 受 け 付 け て 、 該 受
け 付 け た 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 か ら 前 記 会 員 遊 技 者 特 定 情 報 を 読 み 取 り 、 該 読 み 取 っ た
会 員 遊 技 者 特 定 情 報 か ら 特 定 さ れ る 会 員 情 報 を 利 用 し た 取 引 の 処 理 を 行 う 遊 技 用 装 置 と か
ら な り 、 前 記 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 か ら 読 み 取 ら れ た 会 員 遊 技 者 特 定 情 報 か ら 特 定 さ れ
る 会 員 情 報 を 利 用 し た 取 引 を 不 可 と す る 使 用 不 可 設 定 ， 及 び 該 使 用 不 可 設 定 が 設 定 さ れ た
会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 か ら 読 み 取 ら れ た 会 員 遊 技 者 特 定 情 報 か ら 特 定 さ れ る 会 員 情 報 を
利 用 し た 取 引 を 再 び 可 能 と す る 使 用 可 能 設 定 が 設 定 可 能 な 遊 技 用 シ ス テ ム に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 従 来 よ り 、 会 員 登 録 を 行 っ た 会 員 遊 技 者 を 個 々 に 特 定 可 能 な 会 員 遊 技 者 特 定 情 報 （ 例 え
ば 会 員 Ｉ Ｄ ） が 記 録 さ れ た 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 （ 例 え ば 会 員 カ ー ド ） が 紛 失 等 に よ り
使 用 で き な く な り 、 こ れ に 代 わ る 会 員 カ ー ド の 再 発 行 処 理 を 行 う と き に 、 該 再 発 行 以 前 に
使 用 さ れ て い た 会 員 カ ー ド の 使 用 を 不 可 に す る た め の 処 理 を 行 う 遊 技 用 シ ス テ ム が 提 案 さ
れ て い る （ 例 え ば 特 許 文 献 １ を 参 照 ） 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 平 １ １ － １ ７ ５ ８ ２ ３ 号 公 報 （ 第 ２ ５ 頁 ， 図 ２ ０ ）
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 し か し な が ら 、 前 記 従 来 の 遊 技 用 シ ス テ ム で は 、 会 員 遊 技 者 が 会 員 カ ー ド を 紛 失 し 、 こ
れ に 代 わ る 会 員 カ ー ド の 再 発 行 処 理 が さ れ た 後 に 、 前 記 紛 失 し た 会 員 カ ー ド が 見 つ か っ た
場 合 に は 、 結 果 と し て 再 発 行 し た 会 員 カ ー ド が 無 駄 に な る と い う コ ス ト 面 で の 課 題 が あ っ
た 。 本 発 明 は 、 こ の よ う な 背 景 の も と に な さ れ た も の で あ り 、 そ の 目 的 は 、 会 員 カ ー ド を
紛 失 し た 場 合 、 該 紛 失 し た 会 員 カ ー ド の 使 用 （ 例 え ば 会 員 カ ー ド か ら 読 み 取 ら れ た 会 員 Ｉ
Ｄ か ら 特 定 さ れ る 会 員 情 報 を 利 用 し た 取 引 ） を 停 止 さ せ 、 再 度 紛 失 し た 会 員 カ ー ド が 見 つ
か っ た 場 合 に は 該 会 員 カ ー ド の 使 用 の 停 止 を 解 除 し て 再 び 使 用 を 可 能 と す る こ と の で き る
遊 技 用 シ ス テ ム を 提 供 す る こ と に あ る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
  本 発 明 は 、 前 記 課 題 を 解 決 す る た め に 、 次 の よ う な 手 段 を 採 る 。 な お 後 述 す る 発 明 を 実
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施 す る た め の 最 良 の 形 態 の 説 明 及 び 図 面 で 使 用 し た 符 号 を 参 考 の た め に 付 記 す る が 、 本 発
明 の 構 成 要 素 は 該 符 号 を 付 し た も の に は 限 定 さ れ な い 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 ま ず 請 求 項 １ に 係 る 発 明 は 、 会 員 登 録 を 行 っ た 会 員 遊 技 者 を 個 々 に 特 定 可 能 な 会 員 遊 技
者 特 定 情 報 （ 会 員 Ｉ Ｄ ） と 対 応 付 け て 、 該 会 員 遊 技 者 に 関 す る 会 員 情 報 を 管 理 す る 会 員 情
報 管 理 手 段 （ ハ ー ド デ ィ ス ク ５ １ ） を 備 え る 管 理 装 置 （ ５ ０ ） と 、 該 管 理 装 置 と 通 信 可 能
で あ り 、 前 記 会 員 遊 技 者 特 定 情 報 が 記 録 さ れ た 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 （ 会 員 カ ー ド ６ ）
を 受 け 付 け て 、 該 受 け 付 け た 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 か ら 前 記 会 員 遊 技 者 特 定 情 報 を 読 み
取 り 、 該 読 み 取 っ た 会 員 遊 技 者 特 定 情 報 か ら 特 定 さ れ る 会 員 情 報 を 利 用 し た 取 引 の 処 理 を
行 う 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 処 理 手 段 （ 制 御 部 ２ １ 及 び カ ー ド リ ー ダ ２ ２ ， 制 御 部 ３ １ 及
び カ ー ド リ ー ダ ３ ２ ， 制 御 部 ４ １ 及 び カ ー ド リ ー ダ ４ ２ ） を 備 え る 遊 技 用 装 置 （ カ ー ド ユ
ニ ッ ト ２ ０ ， 情 報 表 示 端 末 ３ ０ ， Ｐ Ｏ Ｓ 装 置 ４ ０ ） と 、 か ら な る 遊 技 用 シ ス テ ム （ １ ） に
お い て 、 前 記 管 理 装 置 は 、 前 記 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 か ら 読 み 取 ら れ た 会 員 遊 技 者 特 定
情 報 か ら 特 定 さ れ る 会 員 情 報 を 利 用 し た 取 引 を 不 可 と す る 使 用 不 可 設 定 を 設 定 す る 使 用 不
可 設 定 手 段 （ 入 力 装 置 ５ ２ 及 び デ ィ ス プ レ イ ５ ３ ） と 、 該 使 用 不 可 設 定 手 段 に よ り 使 用 不
可 設 定 が 設 定 さ れ た 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 か ら 読 み 取 ら れ た 会 員 遊 技 者 特 定 情 報 か ら 特
定 さ れ る 会 員 情 報 を 利 用 し た 取 引 を 再 び 可 能 と す る 使 用 可 能 設 定 を 設 定 す る 使 用 可 能 設 定
手 段 （ 入 力 装 置 ５ ２ 及 び デ ィ ス プ レ イ ５ ３ ） と 、 を 備 え 、 前 記 遊 技 用 装 置 は 、 前 記 会 員 遊
技 者 特 定 記 録 媒 体 処 理 手 段 に よ り 読 み 取 ら れ た 会 員 遊 技 者 特 定 情 報 か ら 特 定 さ れ る 会 員 遊
技 者 特 定 記 録 媒 体 が 前 記 使 用 不 可 設 定 手 段 に よ り 使 用 不 可 設 定 が 設 定 さ れ て い る か 否 か の
確 認 を 前 記 管 理 装 置 に 対 し て 要 求 す る 確 認 要 求 手 段 （ 通 信 部 ２ ３ ， ３ ３ ， ４ ３ ） を 備 え 、
前 記 管 理 装 置 は 、 前 記 確 認 要 求 手 段 か ら の 要 求 に 応 じ て 、 前 記 使 用 不 可 設 定 手 段 に よ る 設
定 に 基 づ い て 、 前 記 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 処 理 手 段 に て 受 け 付 け ら れ て い る 会 員 遊 技 者
特 定 記 録 媒 体 が 前 記 使 用 不 可 設 定 手 段 に よ り 使 用 不 可 設 定 が 設 定 さ れ て い る か 否 か を 判 定
す る 判 定 手 段 （ 制 御 部 ５ ４ ） と 、 該 判 定 手 段 に よ る 判 定 結 果 を 要 求 元 の 遊 技 用 装 置 に 対 し
て 送 信 す る 判 定 結 果 送 信 手 段 （ 場 内 通 信 部 ５ ５ ） と 、 を 備 え 、 前 記 遊 技 用 装 置 は 、 前 記 判
定 結 果 送 信 手 段 か ら 使 用 不 可 設 定 が 設 定 さ れ て い る 旨 の 情 報 を 受 信 し た と き に 、 前 記 会 員
遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 処 理 手 段 に て 受 け 付 け ら れ て い る 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 か ら 読 み 取
ら れ た 会 員 遊 技 者 特 定 情 報 か ら 特 定 さ れ る 会 員 情 報 を 利 用 し た 取 引 を 実 行 さ せ な い 使 用 停
止 手 段 （ 制 御 部 ２ １ ， ３ １ ， ４ １ ） を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 遊 技 用 シ ス テ ム で あ る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 ま た 請 求 項 ２ に 係 る 発 明 は 、 請 求 項 １ に 記 載 し た 遊 技 用 シ ス テ ム （ １ ） で あ っ て 、 前 記
管 理 装 置 （ ５ ０ ） は 、 前 記 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 処 理 手 段 （ カ ー ド リ ー ダ ２ ２ ， ３ ２ ，
４ ２ ） に 、 前 記 使 用 不 可 設 定 手 段 （ 入 力 装 置 ５ ２ 及 び デ ィ ス プ レ イ ５ ３ ） に よ り 使 用 不 可
設 定 が 設 定 さ れ た 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 （ 会 員 カ ー ド ６ ） が 受 け 付 け ら れ て い る か 否 か
を 確 認 す る 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 受 付 確 認 手 段 （ 制 御 部 ５ ４ ） と 、 該 会 員 遊 技 者 特 定 記
録 媒 体 受 付 確 認 手 段 に よ り 、 該 使 用 不 可 設 定 が 設 定 さ れ た 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 が 受 け
付 け ら れ て い る と 確 認 さ れ た と き に 、 該 使 用 不 可 設 定 が 設 定 さ れ た 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒
体 が 受 け 付 け ら れ て い る 遊 技 用 装 置 （ カ ー ド ユ ニ ッ ト ２ ０ ， 情 報 表 示 端 末 ３ ０ ， Ｐ Ｏ Ｓ 装
置 ４ ０ ） を 特 定 す る 遊 技 用 装 置 特 定 手 段 （ 制 御 部 ５ ４ ） と 、 該 遊 技 用 装 置 特 定 手 段 に よ り
特 定 さ れ た 遊 技 用 装 置 を 特 定 可 能 な 情 報 を 表 示 す る 表 示 手 段 （ デ ィ ス プ レ イ ５ ３ ） と 、 を
備 え る こ と を 特 徴 と す る 遊 技 用 シ ス テ ム で あ る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 ま た 請 求 項 ３ に 係 る 発 明 は 、 請 求 項 １ 又 は ２ に 記 載 し た 遊 技 用 シ ス テ ム （ １ ） で あ っ て
、 前 記 管 理 装 置 （ ５ ０ ） は 、 前 記 使 用 不 可 設 定 手 段 （ 入 力 装 置 ５ ２ 及 び デ ィ ス プ レ イ ５ ３
） に よ り 使 用 不 可 設 定 が 設 定 さ れ て い る 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 （ 会 員 カ ー ド ６ ） を 特 定
可 能 な 情 報 （ 会 員 Ｉ Ｄ ） を 一 覧 表 示 す る 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 表 示 手 段 （ デ ィ ス プ レ イ
５ ３ ） を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 遊 技 用 シ ス テ ム で あ る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 ま た 請 求 項 ４ に 係 る 発 明 は 、 請 求 項 １ ～ ３ の い ず れ か １ つ に 記 載 し た 遊 技 用 シ ス テ ム （
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１ ） で あ っ て 、 前 記 管 理 装 置 （ ５ ０ ） は 、 前 記 使 用 不 可 設 定 手 段 （ 入 力 装 置 ５ ２ 及 び デ ィ
ス プ レ イ ５ ３ ） に よ り 使 用 不 可 設 定 が 設 定 さ れ て い る 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 （ 会 員 カ ー
ド ６ ） に 代 わ る 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 の 発 行 が 行 わ れ た と き に 、 前 記 使 用 不 可 設 定 手 段
に よ り 使 用 不 可 設 定 が 設 定 さ れ て い る 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 か ら 特 定 さ れ る 会 員 遊 技 者
に 関 す る 情 報 を 抹 消 す る 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 情 報 抹 消 手 段 （ 制 御 部 ５ ４ ） を 備 え る こ
と を 特 徴 と す る 遊 技 用 シ ス テ ム で あ る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 さ ら に 請 求 項 ５ に 係 る 発 明 は 、 請 求 項 １ ～ ４ の い ず れ か １ つ に 記 載 し た 遊 技 用 シ ス テ ム
（ １ ） で あ っ て 、 前 記 遊 技 用 装 置 （ カ ー ド ユ ニ ッ ト ２ ０ ， 情 報 表 示 端 末 ３ ０ ， Ｐ Ｏ Ｓ 装 置
４ ０ ） は 、 前 記 判 定 結 果 送 信 手 段 （ 場 内 通 信 部 ５ ５ ） か ら 使 用 不 可 設 定 が 設 定 さ れ て い る
旨 の 情 報 を 受 信 し た と き に 、 前 記 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 処 理 手 段 （ カ ー ド リ ー ダ ２ ２ ，
３ ２ ， ４ ２ ） に て 受 け 付 け ら れ て い る 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 （ 会 員 カ ー ド ６ ） を 該 遊 技
用 装 置 の 内 部 に 留 保 す る 留 保 手 段 （ カ ー ド 回 収 ボ ッ ク ス ２ ４ ， ３ ４ ， ４ ４ ） と 、 該 留 保 手
段 に よ り 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 が 留 保 さ れ て い る 旨 を 報 知 す る 報 知 手 段 （ 多 機 能 ラ ン プ
２ ５ ， デ ィ ス プ レ イ ２ ６ ， パ ト ラ イ ト ３ ５ ， デ ィ ス プ レ イ ３ ６ ， デ ィ ス プ レ イ ４ ５ ， 操 作
部 ４ ７ ） と 、 を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 遊 技 用 シ ス テ ム で あ る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ １ １ 】
  本 発 明 に 係 る 遊 技 用 シ ス テ ム に よ れ ば 、 以 下 の よ う な 効 果 を 奏 す る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
  ま ず 請 求 項 １ に 係 る 遊 技 用 シ ス テ ム に よ れ ば 、 紛 失 し た 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 を 一 時
使 用 不 可 に 設 定 し 、 該 紛 失 し た 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 が 出 て き た こ と に よ り 、 再 度 該 会
員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 を 使 用 可 に 設 定 で き る の で 、 遊 技 場 は 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 の 再
発 行 に か か る 無 駄 な コ ス ト を 低 減 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 ま た 請 求 項 ２ に 係 る 遊 技 用 シ ス テ ム に よ れ ば 、 使 用 不 可 と 設 定 さ れ た 会 員 遊 技 者 特 定 記
録 媒 体 が 受 け 付 け ら れ て い る 遊 技 用 装 置 を 特 定 す る こ と が で き る の で 、 確 実 に 使 用 不 可 と
設 定 さ れ た 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 を 回 収 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 ま た 請 求 項 ３ に 係 る 遊 技 用 シ ス テ ム に よ れ ば 、 使 用 不 可 と 設 定 さ れ た 会 員 遊 技 者 特 定 記
録 媒 体 を 特 定 可 能 な 情 報 を 管 理 し て そ の 一 覧 を 表 示 す る こ と が で き る の で 、 一 見 し て 使 用
不 可 と 設 定 さ れ た 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 を 把 握 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 ま た 請 求 項 ４ に 係 る 遊 技 用 シ ス テ ム に よ れ ば 、 使 用 不 可 と 設 定 さ れ た 会 員 遊 技 者 特 定 記
録 媒 体 は 、 こ れ に 代 わ る 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 の 発 行 が 行 わ れ た こ と に 基 づ い て 、 該 使
用 不 可 と 設 定 さ れ た 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 に 対 応 す る 情 報 が 抹 消 さ れ る の で 、 遊 技 場 は
会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 を 複 数 管 理 す る 必 要 が な く な る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 さ ら に 請 求 項 ５ に 係 る 遊 技 用 シ ス テ ム に よ れ ば 、 遊 技 用 装 置 で 、 使 用 不 可 と 設 定 さ れ た
会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 が 確 認 さ れ た 場 合 、 そ の 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 が 留 保 さ れ 、 該
留 保 さ れ て い る 旨 が 報 知 さ れ る の で 、 使 用 不 可 で あ る 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 を 確 実 に 回
収 す る こ と が で き る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ １ ７ 】
　 以 下 、 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 を 、 図 面 を 参 照 し て 説 明 す る 。 本 発 明 に 係 る 遊
技 用 シ ス テ ム １ は 、 図 １ に 示 す よ う に 、 会 員 登 録 を 行 っ た 会 員 遊 技 者 を 個 々 に 特 定 可 能 な
会 員 Ｉ Ｄ と 対 応 付 け て 、 該 会 員 遊 技 者 に 関 す る 会 員 情 報 を 管 理 す る 管 理 装 置 ５ ０ と 、 該 管
理 装 置 ５ ０ と 通 信 可 能 で あ り 、 前 記 会 員 Ｉ Ｄ が 記 録 さ れ た 会 員 カ ー ド ６ を 受 け 付 け て 、 該
受 け 付 け た 会 員 カ ー ド ６ か ら 会 員 Ｉ Ｄ を 読 み 取 り 、 該 読 み 取 っ た 会 員 Ｉ Ｄ か ら 特 定 さ れ る
会 員 情 報 を 利 用 し た 取 引 の 処 理 を 行 う 遊 技 用 装 置 で あ る カ ー ド ユ ニ ッ ト ２ ０ ， 情 報 表 示 端
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末 ３ ０ ， 及 び Ｐ Ｏ Ｓ 装 置 ４ ０ と か ら な り 、 会 員 カ ー ド ６ か ら 読 み 取 ら れ た 会 員 Ｉ Ｄ か ら 特
定 さ れ る 会 員 情 報 を 利 用 し た 取 引 を 不 可 と す る 使 用 不 可 設 定 ， 及 び 該 使 用 不 可 設 定 が 設 定
さ れ た 会 員 カ ー ド ６ か ら 読 み 取 ら れ た 会 員 Ｉ Ｄ か ら 特 定 さ れ る 会 員 情 報 を 利 用 し た 取 引 を
再 び 可 能 と す る 使 用 可 能 設 定 が 設 定 可 能 な も の で あ る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 こ こ で 「 会 員 情 報 を 利 用 し た 取 引 」 と し て は 、 カ ー ド ユ ニ ッ ト ２ ０ に お け る 、 会 員 カ ー
ド ６ の 会 員 Ｉ Ｄ と 対 応 付 け て 管 理 さ れ て い る 残 度 数 を 利 用 し た 玉 貸 処 理 ， 会 員 カ ー ド ６ の
会 員 Ｉ Ｄ と 対 応 付 け て 管 理 さ れ て い る 残 度 数 に 対 す る 価 値 加 算 処 理 ， 及 び 会 員 カ ー ド ６ の
会 員 Ｉ Ｄ と 対 応 付 け て 管 理 さ れ て い る 貯 玉 数 を 利 用 し た 貯 玉 再 プ レ イ 処 理 と 、 情 報 表 示 端
末 ３ ０ に お け る 、 会 員 カ ー ド ６ の 会 員 Ｉ Ｄ と 対 応 付 け て 管 理 さ れ て い る 会 員 遊 技 情 報 の 表
示 処 理 と 、 Ｐ Ｏ Ｓ 装 置 ４ ０ に お け る 、 会 員 カ ー ド ６ の 会 員 Ｉ Ｄ と 対 応 付 け て 管 理 さ れ て い
る 貯 玉 数 や 貯 メ ダ ル 数 を 利 用 し た 貯 玉 景 品 交 換 処 理 で あ る 。 な お 残 度 数 と は 、 遊 技 に 使 用
可 能 な 遊 技 価 値 の 大 き さ で あ り 、 遊 技 媒 体 （ こ こ で は パ チ ン コ 玉 ） の 購 入 金 額 が 所 定 の 割
合 で 度 数 に 換 算 さ れ た も の （ 例 え ば １ ０ ０ 円 で １ 度 数 ） で あ る 。 ま た 、 貯 玉 数 及 び 貯 メ ダ
ル 数 と は 、 遊 技 者 が 遊 技 の 結 果 と し て 獲 得 し た 遊 技 価 値 の 大 き さ （ こ こ で は パ チ ン コ 玉 又
は メ ダ ル ） が 貯 蓄 さ れ て な る 貯 蓄 価 値 の 大 き さ で あ る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 ま た 遊 技 用 シ ス テ ム １ で は 、 図 ２ （ ｂ ） に 示 す よ う に 、 会 員 カ ー ド ６ と 、 プ リ ペ イ ド カ
ー ド ７ と 、 貨 幣 ８ が 使 用 さ れ る 。 会 員 カ ー ド ６ は 、 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 の 一 例 で あ っ
て 、 会 員 登 録 を 行 っ た 会 員 遊 技 者 を 個 々 に 特 定 可 能 な 会 員 遊 技 者 特 定 情 報 で あ る 会 員 Ｉ Ｄ
が 記 録 さ れ た も の で あ り 、 こ こ で は セ キ ュ リ テ ィ コ ー ド 等 も 記 録 さ れ て い る 。 こ の 会 員 カ
ー ド ６ は 、 会 員 登 録 を 行 っ た 会 員 遊 技 者 に 対 し て 発 行 さ れ る 。 プ リ ペ イ ド カ ー ド ７ は 、 遊
技 用 記 録 媒 体 の 一 例 で あ っ て 、 該 プ リ ペ イ ド カ ー ド ７ を 個 々 に 識 別 可 能 な 情 報 で あ る プ リ
ペ イ ド カ ー ド Ｉ Ｄ が 記 録 さ れ た も の で あ り 、 こ こ で は セ キ ュ リ テ ィ コ ー ド 等 も 記 録 さ れ て
い る 。 こ の プ リ ペ イ ド カ ー ド ７ は 、 プ リ ペ イ ド カ ー ド 会 社 に お い て 発 行 さ れ て 、 カ ー ド 発
券 機 （ 図 示 外 ） に セ ッ ト さ れ 、 該 カ ー ド 発 券 機 か ら 遊 技 者 に 対 し て 発 券 さ れ る 。 こ れ ら 会
員 カ ー ド ６ 及 び プ リ ペ イ ド カ ー ド ７ は 、 例 え ば 長 方 形 状 を 呈 す る プ ラ ス チ ッ ク 製 の 薄 板 に
お け る 所 定 の 部 位 に 記 録 領 域 が 形 成 さ れ て な る も の で あ り 、 こ こ で は 該 記 録 領 域 と し て 不
揮 発 性 の Ｅ Ｅ Ｐ Ｒ Ｏ Ｍ を 備 え る 非 接 触 式 の 集 積 回 路 を 搭 載 し た Ｉ Ｃ カ ー ド で あ る 。 貨 幣 ８
は 、 こ こ で は １ ０ ０ ０ 円 紙 幣 ， ２ ０ ０ ０ 円 紙 幣 ， ５ ０ ０ ０ 円 紙 幣 ， 及 び １ ０ ０ ０ ０ 円 紙 幣
の ４ 種 類 の 紙 幣 で あ る 。 以 下 、 本 発 明 に 係 る 遊 技 用 シ ス テ ム １ の 構 成 を 、 図 １ ～ 図 ５ を 参
照 し て 説 明 す る 。 な お 、 以 下 に お い て は 、 デ ー タ ベ ー ス を 「 Ｄ Ｂ 」 と 略 記 す る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
  図 １ に 示 す よ う に 、 カ ー ド ユ ニ ッ ト ２ ０ は 、 遊 技 用 装 置 の 一 例 で あ っ て 、 遊 技 場 ２ 内 の
遊 技 島 （ 図 示 外 ） に 配 置 さ れ る パ チ ン コ 機 １ ０ に 対 応 し て （ こ こ で は パ チ ン コ 機 １ ０ の 左
側 に 隣 接 し て ） 設 け ら れ 、 縦 長 の 箱 型 の 形 状 を 呈 す る も の で あ り 、 後 述 す る 会 員 遊 技 者 特
定 記 録 媒 体 処 理 手 段 ， 確 認 要 求 手 段 ， 使 用 停 止 手 段 ， 留 保 手 段 ， 及 び 報 知 手 段 等 を 備 え る
も の で あ る 。 パ チ ン コ 機 １ ０ は 遊 技 機 の 一 例 で あ っ て 、 遊 技 媒 体 で あ る パ チ ン コ 玉 を 遊 技
領 域 に 打 ち 込 む こ と に よ り 遊 技 を 行 う も の で あ り 、 こ こ で は カ ー ド ユ ニ ッ ト ２ ０ と 通 信 可
能 で あ り 、 該 カ ー ド ユ ニ ッ ト ２ ０ と パ チ ン コ 機 １ ０ と の 間 で パ チ ン コ 玉 の 貸 与 に 関 す る 信
号 の や り 取 り が 行 わ れ る こ と に よ り 該 パ チ ン コ 機 １ ０ の 内 部 か ら パ チ ン コ 玉 が 払 い 出 さ れ
て 貸 与 さ れ る 、 い わ ゆ る Ｃ Ｒ 式 の パ チ ン コ 機 １ ０ で あ る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 こ の カ ー ド ユ ニ ッ ト ２ ０ の 前 面 に は 、 図 ２ （ ａ ） に 示 す よ う に 、 多 機 能 ラ ン プ ２ ５ ， 貨
幣 挿 入 口 ２ ７ ａ ， タ ッ チ パ ネ ル 式 の デ ィ ス プ レ イ ２ ６ ， 及 び カ ー ド 挿 入 口 ２ ２ ａ 等 が 設 け
ら れ て い る 。 ま た カ ー ド ユ ニ ッ ト ２ ０ の 内 部 に は 、 図 ２ （ ｂ ） に 示 す よ う に 、 貨 幣 識 別 機
２ ７ ， 制 御 部 ２ １ ， 通 信 部 ２ ３ ， カ ー ド リ ー ダ ２ ２ ， カ ー ド 回 収 ボ ッ ク ス ２ ４ 等 が 設 け ら
れ て い る 。 こ れ ら カ ー ド ユ ニ ッ ト ２ ０ に 設 け ら れ る 各 機 器 は 、 図 ２ （ ｃ ） に 示 す よ う に 接
続 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
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　 制 御 部 ２ １ は 、 Ｃ Ｐ Ｕ ， Ｒ Ａ Ｍ ， 及 び Ｒ Ｏ Ｍ 等 を 備 え 、 Ｒ Ｏ Ｍ に 記 憶 さ れ て い る 処 理 プ
ロ グ ラ ム が Ｒ Ａ Ｍ を 作 業 領 域 と し て Ｃ Ｐ Ｕ で 実 行 さ れ る こ と に よ り 、 カ ー ド ユ ニ ッ ト ２ ０
に 設 け ら れ る 各 構 成 要 素 の 動 作 を 制 御 し て 各 種 の 処 理 を 行 う も の で あ る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 カ ー ド リ ー ダ ２ ２ は 、 会 員 カ ー ド ６ を 受 け 付 け て 該 会 員 カ ー ド ６ の 記 録 情 報 を 読 み 取 る
も の で あ り 、 こ こ で は カ ー ド 挿 入 口 ２ ２ ａ か ら 挿 入 さ れ た 会 員 カ ー ド ６ か ら 記 録 情 報 で あ
る 会 員 Ｉ Ｄ ， 及 び セ キ ュ リ テ ィ コ ー ド 等 を 読 み 取 る も の で あ る 。 ま た カ ー ド リ ー ダ ２ ２ は
、 カ ー ド 挿 入 口 ２ ２ ａ か ら 挿 入 さ れ た プ リ ペ イ ド カ ー ド ７ か ら プ リ ペ イ ド カ ー ド Ｉ Ｄ ， 及
び セ キ ュ リ テ ィ コ ー ド 等 を 読 み 取 る も の で あ る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
  こ こ で 、 制 御 部 ２ １ 及 び カ ー ド リ ー ダ ２ ２ は 、 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 処 理 手 段 の 一 例
で あ っ て 、 会 員 遊 技 者 特 定 情 報 （ こ こ で は 会 員 Ｉ Ｄ ） が 記 録 さ れ た 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒
体 （ こ こ で は 会 員 カ ー ド ６ ） を 受 け 付 け て 、 該 受 け 付 け た 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 か ら 前
記 会 員 遊 技 者 特 定 情 報 を 読 み 取 り 、 該 読 み 取 っ た 会 員 遊 技 者 特 定 情 報 か ら 特 定 さ れ る 会 員
情 報 を 利 用 し た 取 引 の 処 理 を 行 う も の で あ る 。 具 体 的 に は 、 カ ー ド リ ー ダ ２ ２ に 会 員 カ ー
ド ６ が 挿 入 さ れ る と 、 カ ー ド リ ー ダ ２ ２ が 受 け 付 け た 該 会 員 カ ー ド ６ か ら 会 員 Ｉ Ｄ を 読 み
取 っ て 、 制 御 部 ２ １ に 送 信 し 、 制 御 部 ２ １ が 該 読 み 取 っ た 会 員 Ｉ Ｄ か ら 特 定 さ れ る 会 員 情
報 を 利 用 し て 前 記 玉 貸 処 理 ， 価 値 加 算 処 理 ， 及 び 貯 玉 再 プ レ イ 処 理 を 行 う 。 こ れ ら の 各 処
理 に つ い て は 後 述 す る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 ま た 、 制 御 部 ２ １ は 、 使 用 停 止 手 段 の 一 例 で あ っ て 、 後 述 す る 管 理 装 置 ５ ０ の 判 定 結 果
送 信 手 段 （ 場 内 通 信 部 ５ ５ ） か ら 使 用 不 可 設 定 が 設 定 さ れ て い る 旨 の 情 報 を 受 信 し た と き
に 、 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 処 理 手 段 で あ る カ ー ド リ ー ダ ２ ２ に て 受 け 付 け ら れ て い る 会
員 カ ー ド ６ か ら 読 み 取 ら れ た 会 員 Ｉ Ｄ か ら 特 定 さ れ る 会 員 情 報 を 利 用 し た 取 引 を 実 行 さ せ
な い も の で あ り 、 そ の 具 体 的 な 作 用 に つ い て は 後 述 す る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 通 信 部 ２ ３ は 、 通 信 回 線 を 介 し て 管 理 装 置 ５ ０ の 場 内 通 信 部 ５ ５ と 通 信 可 能 に 接 続 さ れ
、 カ ー ド ユ ニ ッ ト ２ ０ と 管 理 装 置 ５ ０ と の 間 の 通 信 を 司 る も の で あ る 。 こ の 通 信 部 ２ ３ は
、 確 認 要 求 手 段 の 一 例 で あ っ て 、 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 処 理 手 段 で あ る カ ー ド リ ー ダ ２
２ に よ り 読 み 取 ら れ た 会 員 Ｉ Ｄ か ら 特 定 さ れ る 会 員 カ ー ド が 後 述 す る 使 用 不 可 設 定 手 段 に
よ り 使 用 不 可 設 定 が 設 定 さ れ て い る か 否 か の 確 認 を 管 理 装 置 ５ ０ に 対 し て 要 求 す る も の で
あ る 。 こ の 要 求 処 理 に つ い て は 後 述 す る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 カ ー ド 回 収 ボ ッ ク ス ２ ４ は 、 留 保 手 段 の 一 例 で あ っ て 、 後 述 す る 管 理 装 置 ５ ０ の 判 定 結
果 送 信 手 段 （ 場 内 通 信 部 ５ ５ ） か ら 使 用 不 可 設 定 が 設 定 さ れ て い る 旨 の 情 報 を 受 信 し た と
き に 、 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 処 理 手 段 で あ る カ ー ド リ ー ダ ２ ２ に て 受 け 付 け ら れ て い る
会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 （ 会 員 カ ー ド ６ ） を カ ー ド ユ ニ ッ ト ２ ０ の 内 部 に 留 保 す る た め の
も の で あ る 。 多 機 能 ラ ン プ ２ ５ は 、 報 知 手 段 の 一 例 で あ っ て 、 留 保 手 段 で あ る カ ー ド 回 収
ボ ッ ク ス ２ ４ に よ り 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 が 留 保 さ れ て い る 旨 を 報 知 す る も の で あ り 、
カ ー ド 回 収 ボ ッ ク ス ２ ４ に 会 員 カ ー ド ６ が 回 収 さ れ た と き に 、 所 定 の 態 様 で 発 光 す る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
  タ ッ チ パ ネ ル 式 の デ ィ ス プ レ イ ２ ６ は 、 後 述 す る 図 ８ 及 び 図 ９ に 示 す よ う に 、 各 種 の 情
報 を 表 示 す る た め の 表 示 デ バ イ ス で あ る と 共 に 、 各 種 の 情 報 の 入 力 を 受 け 付 け る た め の 入
力 デ バ イ ス で あ る 。 こ の タ ッ チ パ ネ ル 式 の デ ィ ス プ レ イ ２ ６ は 、 多 機 能 ラ ン プ ２ ５ と 共 に
、 報 知 手 段 の 一 例 で あ っ て 、 留 保 手 段 で あ る カ ー ド 回 収 ボ ッ ク ス ２ ４ に よ り 会 員 遊 技 者 特
定 記 録 媒 体 が 留 保 さ れ て い る 旨 を 報 知 す る も の で あ り 、 カ ー ド 回 収 ボ ッ ク ス ２ ４ に 会 員 カ
ー ド ６ が 回 収 さ れ た と き に 、 所 定 の メ ッ セ ー ジ を 表 示 す る （ 例 え ば 図 ９ の Ｄ ３ １ を 参 照 ）
。
【 ０ ０ ２ ９ 】
  貨 幣 識 別 機 ２ ７ は 、 遊 技 価 値 を 購 入 す る た め の 貨 幣 ８ を 受 け 付 け る も の で あ り 、 こ こ で
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は 貨 幣 挿 入 口 ２ ７ ａ か ら 挿 入 さ れ た 貨 幣 ８ の 金 額 を 識 別 す る 。 な お 貨 幣 識 別 機 ２ ７ に よ り
受 け 付 け ら れ た 貨 幣 ８ は 、 カ ー ド ユ ニ ッ ト ２ ０ の 背 面 か ら 外 部 に 排 出 さ れ 、 遊 技 島 に 設 け
ら れ た 図 示 し な い 貨 幣 搬 送 機 構 に よ り 搬 送 さ れ て 図 示 し な い 金 庫 に 回 収 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 次 に 遊 技 用 装 置 で あ る 情 報 表 示 端 末 ３ ０ に つ い て 、 図 １ 及 び 図 ３ を 用 い て 説 明 す る 。 情
報 表 示 端 末 ３ ０ は 、 図 １ に 示 す よ う に 遊 技 場 ２ 内 の 所 定 の 箇 所 （ 例 え ば 景 品 カ ウ ン タ の 近
傍 等 ） に 設 け ら れ 、 会 員 遊 技 者 が 会 員 カ ー ド ６ を カ ー ド リ ー ダ ３ ２ に 挿 入 し て 操 作 す る こ
と に よ り 、 デ ィ ス プ レ イ ３ ６ に 該 会 員 遊 技 者 の 会 員 情 報 や 会 員 遊 技 情 報 を 表 示 さ せ る こ と
が 可 能 な も の で あ り 、 前 記 カ ー ド ユ ニ ッ ト ２ ０ と 同 じ く 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 処 理 手 段
， 確 認 要 求 手 段 ， 使 用 停 止 手 段 ， 留 保 手 段 ， 及 び 報 知 手 段 等 を 備 え る も の で あ る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 こ の 情 報 表 示 端 末 ３ ０ の 外 部 に は 、 図 ３ （ ａ ） に 示 す よ う に 、 パ ト ラ イ ト ３ ５ ， タ ッ チ
パ ネ ル 式 の デ ィ ス プ レ イ ３ ６ ， 及 び カ ー ド 挿 入 口 ３ ２ ａ 等 が 設 け ら れ て い る 。 ま た 情 報 表
示 端 末 ３ ０ の 内 部 に は 、 図 ３ （ ａ ） ， （ ｂ ） に 示 す よ う に 、 制 御 部 ３ １ ， 通 信 部 ３ ３ ， カ
ー ド リ ー ダ ３ ２ ， 及 び カ ー ド 回 収 ボ ッ ク ス ３ ４ 等 が 設 け ら れ て い る 。 こ れ ら 情 報 表 示 端 末
３ ０ に 設 け ら れ る 各 機 器 は 、 図 ３ （ ｂ ） に 示 す よ う に 接 続 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 制 御 部 ３ １ は 、 Ｃ Ｐ Ｕ ， Ｒ Ａ Ｍ ， 及 び Ｒ Ｏ Ｍ 等 を 備 え 、 Ｒ Ｏ Ｍ に 記 憶 さ れ て い る 処 理 プ
ロ グ ラ ム が Ｒ Ａ Ｍ を 作 業 領 域 と し て Ｃ Ｐ Ｕ で 実 行 さ れ る こ と に よ り 、 情 報 表 示 端 末 ３ ０ に
設 け ら れ る 各 構 成 要 素 の 動 作 を 制 御 し て 各 種 の 処 理 を 行 う も の で あ る 。 カ ー ド リ ー ダ ３ ２
は 、 会 員 カ ー ド ６ を 受 け 付 け て 該 会 員 カ ー ド ６ の 記 録 情 報 を 読 み 取 る も の で あ り 、 こ こ で
は カ ー ド 挿 入 口 ３ ２ ａ か ら 挿 入 さ れ た 会 員 カ ー ド ６ か ら 記 録 情 報 で あ る 会 員 Ｉ Ｄ ， 及 び セ
キ ュ リ テ ィ コ ー ド 等 を 読 み 取 る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
  こ こ で 、 制 御 部 ３ １ 及 び カ ー ド リ ー ダ ３ ２ は 、 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 処 理 手 段 の 一 例
で あ っ て 、 会 員 遊 技 者 特 定 情 報 （ こ こ で は 会 員 Ｉ Ｄ ） が 記 録 さ れ た 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒
体 （ こ こ で は 会 員 カ ー ド ６ ） を 受 け 付 け て 、 該 受 け 付 け た 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 か ら 前
記 会 員 遊 技 者 特 定 情 報 を 読 み 取 り 、 該 読 み 取 っ た 会 員 遊 技 者 特 定 情 報 か ら 特 定 さ れ る 会 員
情 報 を 利 用 し た 取 引 の 処 理 を 行 う も の で あ る 。 具 体 的 に は 、 カ ー ド リ ー ダ ３ ２ に 会 員 カ ー
ド ６ が 挿 入 さ れ る と 、 該 カ ー ド リ ー ダ ３ ２ が 受 け 付 け た 会 員 カ ー ド ６ か ら 会 員 Ｉ Ｄ を 読 み
取 っ て 、 制 御 部 ３ １ に 送 信 し 、 制 御 部 ３ １ が 該 読 み 取 っ た 会 員 Ｉ Ｄ か ら 特 定 さ れ る 会 員 情
報 ， 及 び 会 員 遊 技 情 報 を デ ィ ス プ レ イ ３ ６ に 表 示 す る （ 例 え ば 図 １ ０ の Ｄ ４ ３ を 参 照 ） 。
こ の 表 示 内 容 は 後 述 す る 図 ５ に 示 す も の で あ り 、 会 員 情 報 Ｄ Ｂ 及 び 会 員 遊 技 情 報 Ｄ Ｂ が 管
理 す る 情 報 で あ る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 ま た 、 制 御 部 ３ １ は 、 使 用 停 止 手 段 の 一 例 で あ っ て 、 後 述 す る 管 理 装 置 ５ ０ の 判 定 結 果
送 信 手 段 （ 場 内 通 信 部 ５ ５ ） か ら 使 用 不 可 設 定 が 設 定 さ れ て い る 旨 の 情 報 を 受 信 し た と き
に 、 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 処 理 手 段 で あ る カ ー ド リ ー ダ ３ ２ に て 受 け 付 け ら れ て い る 会
員 カ ー ド ６ か ら 読 み 取 ら れ た 会 員 Ｉ Ｄ か ら 特 定 さ れ る 会 員 情 報 を 利 用 し た 取 引 を 実 行 さ せ
な い も の で あ る 。 即 ち 使 用 不 可 設 定 が 設 定 さ れ て い る 旨 の 情 報 を 受 信 し た と き に は 、 会 員
情 報 及 び 会 員 遊 技 情 報 を デ ィ ス プ レ イ ３ ６ に 表 示 し な い 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 通 信 部 ３ ３ は 、 通 信 回 線 を 介 し て 管 理 装 置 ５ ０ の 場 内 通 信 部 ５ ５ と 通 信 可 能 に 接 続 さ れ
、 情 報 表 示 端 末 ３ ０ と 管 理 装 置 ５ ０ と の 間 の 通 信 を 司 る も の で あ る 。 こ の 通 信 部 ３ ３ は 、
確 認 要 求 手 段 の 一 例 で あ っ て 、 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 処 理 手 段 で あ る カ ー ド リ ー ダ ３ ２
に よ り 読 み 取 ら れ た 会 員 Ｉ Ｄ か ら 特 定 さ れ る 会 員 カ ー ド ６ が 後 述 す る 使 用 不 可 設 定 手 段 に
よ り 使 用 不 可 設 定 が 設 定 さ れ て い る か 否 か の 確 認 を 管 理 装 置 ５ ０ に 対 し て 要 求 す る も の で
あ る 。 こ の 要 求 処 理 に つ い て は 後 述 す る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 カ ー ド 回 収 ボ ッ ク ス ３ ４ は 、 留 保 手 段 の 一 例 で あ っ て 、 後 述 す る 管 理 装 置 ５ ０ の 判 定 結
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果 送 信 手 段 （ 場 内 通 信 部 ５ ５ ） か ら 使 用 不 可 設 定 が 設 定 さ れ て い る 旨 の 情 報 を 受 信 し た と
き に 、 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 処 理 手 段 で あ る カ ー ド リ ー ダ ３ ２ に て 受 け 付 け ら れ て い る
会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 （ 会 員 カ ー ド ６ ） を 情 報 表 示 装 置 ３ ０ の 内 部 に 留 保 す る た め の も
の で あ る 。 パ ト ラ イ ト ３ ５ は 、 報 知 手 段 の 一 例 で あ っ て 、 留 保 手 段 で あ る カ ー ド 回 収 ボ ッ
ク ス ３ ４ に よ り 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 が 留 保 さ れ て い る 旨 を 報 知 す る も の で あ り 、 カ ー
ド 回 収 ボ ッ ク ス ３ ４ に 会 員 カ ー ド ６ が 回 収 さ れ た と き に 、 所 定 の 態 様 で 発 光 す る 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
  タ ッ チ パ ネ ル 式 の デ ィ ス プ レ イ ３ ６ は 、 図 １ ０ に 示 す よ う に 、 各 種 の 情 報 を 表 示 す る た
め の 表 示 デ バ イ ス で あ る と 共 に 、 各 種 の 情 報 の 入 力 を 受 け 付 け る た め の 入 力 デ バ イ ス で あ
る 。 こ の タ ッ チ パ ネ ル 式 の デ ィ ス プ レ イ ３ ６ は 、 パ ト ラ イ ト ３ ５ と 共 に 、 報 知 手 段 の 一 例
で あ っ て 、 留 保 手 段 で あ る カ ー ド 回 収 ボ ッ ク ス ３ ４ に よ り 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 が 留 保
さ れ て い る 旨 を 報 知 す る も の で あ り 、 カ ー ド 回 収 ボ ッ ク ス ３ ４ に 会 員 カ ー ド ６ が 回 収 さ れ
た と き に 、 所 定 の メ ッ セ ー ジ を 表 示 す る （ 例 え ば 図 １ ０ の Ｄ ４ １ を 参 照 ） 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 次 に 遊 技 用 装 置 で あ る Ｐ Ｏ Ｓ 装 置 ４ ０ に つ い て 、 図 ４ を 用 い て 説 明 す る 。 Ｐ Ｏ Ｓ 装 置 ４
０ は 、 会 員 遊 技 者 が 会 員 カ ー ド ６ を カ ー ド リ ー ダ ４ ２ に 挿 入 し て 操 作 す る こ と に よ り 、 デ
ィ ス プ レ イ ４ ５ に 該 会 員 遊 技 者 の 貯 玉 数 や 貯 メ ダ ル 数 を 表 示 さ せ 、 操 作 部 ４ ７ に よ っ て 該
表 示 さ れ た 貯 玉 数 や 貯 メ ダ ル 数 に 基 づ く 景 品 交 換 が 可 能 な も の で あ る 。 こ の Ｐ Ｏ Ｓ 装 置 ４
０ は 、 前 記 カ ー ド ユ ニ ッ ト ２ ０ や 情 報 表 示 端 末 ３ ０ と 同 じ く 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 処 理
手 段 ， 確 認 要 求 手 段 ， 使 用 停 止 手 段 ， 留 保 手 段 ， 及 び 報 知 手 段 等 を 備 え る も の で あ る 。 な
お Ｐ Ｏ Ｓ 装 置 ４ ０ は 、 計 数 レ シ ー ト を 受 け 付 け て 、 該 受 け 付 け た 計 数 レ シ ー ト の バ ー コ ー
ド か ら 特 定 さ れ る 計 数 玉 数 を 貯 玉 （ 貯 メ ダ ル ） す る 処 理 を 行 う も の で も あ る 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
  こ の Ｐ Ｏ Ｓ 装 置 ４ ０ は 、 図 ４ に 示 す よ う に 、 操 作 部 ４ ７ ， バ ー コ ー ド リ ー ダ ４ ８ ， 及 び
遊 技 者 操 作 用 端 末 ４ ９ 等 か ら な り 、 該 遊 技 者 操 作 用 端 末 ４ ９ の 箱 状 の 筐 体 に お い て 、 上 面
に デ ィ ス プ レ イ ４ ５ ， 及 び テ ン キ ー ４ ６ ， 前 面 に カ ー ド 挿 入 口 ４ ２ ａ ， 内 部 に 通 信 部 ４ ３
（ 図 ４ （ ｂ ） を 参 照 ） ， 制 御 部 ４ １ （ 図 ４ （ ｂ ） を 参 照 ） ， カ ー ド リ ー ダ ４ ２ ， 及 び カ ー
ド 回 収 ボ ッ ク ス ４ ４ 等 を 備 え て お り 、 例 え ば 遊 技 場 ２ の 所 定 の 箇 所 （ 例 え ば 景 品 カ ウ ン タ
等 ） に 設 置 さ れ る も の で あ る 。 こ れ ら Ｐ Ｏ Ｓ 装 置 ４ ０ に 設 け ら れ る 各 機 器 は 、 図 ４ （ ｂ ）
に 示 す よ う に 接 続 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
　 制 御 部 ４ １ は 、 Ｃ Ｐ Ｕ ， Ｒ Ａ Ｍ ， 及 び Ｒ Ｏ Ｍ 等 を 備 え 、 Ｒ Ｏ Ｍ に 記 憶 さ れ て い る 処 理 プ
ロ グ ラ ム が Ｒ Ａ Ｍ を 作 業 領 域 と し て Ｃ Ｐ Ｕ で 実 行 さ れ る こ と に よ り 、 Ｐ Ｏ Ｓ 装 置 ４ ０ に 設
け ら れ る 各 構 成 要 素 の 動 作 を 制 御 し て 各 種 の 処 理 を 行 う も の で あ る 。 カ ー ド リ ー ダ ４ ２ は
、 会 員 カ ー ド ６ を 受 け 付 け て 該 会 員 カ ー ド ６ の 記 録 情 報 を 読 み 取 る も の で あ り 、 こ こ で は
カ ー ド 挿 入 口 ４ ２ ａ か ら 挿 入 さ れ た 会 員 カ ー ド ６ か ら 記 録 情 報 で あ る 会 員 Ｉ Ｄ ， 及 び セ キ
ュ リ テ ィ コ ー ド 等 を 読 み 取 る 。
【 ０ ０ ４ １ 】
　 こ こ で 、 制 御 部 ４ １ 及 び カ ー ド リ ー ダ ４ ２ は 、 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 処 理 手 段 の 一 例
で あ っ て 、 会 員 遊 技 者 特 定 情 報 （ こ こ で は 会 員 Ｉ Ｄ ） が 記 録 さ れ た 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒
体 （ こ こ で は 会 員 カ ー ド ６ ） を 受 け 付 け て 、 該 受 け 付 け た 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 か ら 前
記 会 員 遊 技 者 特 定 情 報 を 読 み 取 り 、 該 読 み 取 っ た 会 員 遊 技 者 特 定 情 報 か ら 特 定 さ れ る 会 員
情 報 を 利 用 し た 取 引 の 処 理 を 行 う も の で あ る 。 具 体 的 に は 、 カ ー ド リ ー ダ ４ ２ に 会 員 カ ー
ド ６ が 挿 入 さ れ る と 、 カ ー ド リ ー ダ ４ ２ が 受 け 付 け た 該 会 員 カ ー ド ６ か ら 会 員 Ｉ Ｄ を 読 み
取 っ て 、 制 御 部 ４ １ に 送 信 し 、 制 御 部 ４ １ が 該 読 み 取 っ た 会 員 Ｉ Ｄ か ら 特 定 さ れ る 貯 玉 数
及 び 貯 メ ダ ル 数 を デ ィ ス プ レ イ ４ ５ に 表 示 す る （ 例 え ば 図 １ １ の Ｄ ５ ３ を 参 照 ） 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
　 通 信 部 ４ ３ は 、 通 信 回 線 を 介 し て 管 理 装 置 ５ ０ の 場 内 通 信 部 ５ ５ と 通 信 可 能 に 接 続 さ れ
、 Ｐ Ｏ Ｓ 装 置 ４ ０ と 管 理 装 置 ５ ０ と の 間 の 通 信 を 司 る も の で あ る 。 こ の 通 信 部 ４ ３ は 、 確
認 要 求 手 段 の 一 例 で あ っ て 、 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 処 理 手 段 で あ る カ ー ド リ ー ダ ４ ２ に
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よ り 読 み 取 ら れ た 会 員 Ｉ Ｄ か ら 特 定 さ れ る 会 員 カ ー ド ６ が 後 述 す る 使 用 不 可 設 定 手 段 に よ
り 使 用 不 可 設 定 が 設 定 さ れ て い る か 否 か の 確 認 を 管 理 装 置 ５ ０ に 対 し て 要 求 す る も の で あ
る 。 こ の 要 求 処 理 に つ い て は 後 述 す る 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
　 カ ー ド 回 収 ボ ッ ク ス ４ ４ は 、 留 保 手 段 の 一 例 で あ っ て 、 後 述 す る 管 理 装 置 ５ ０ の 判 定 結
果 送 信 手 段 （ 場 内 通 信 部 ５ ５ ） か ら 使 用 不 可 設 定 が 設 定 さ れ て い る 旨 の 情 報 を 受 信 し た と
き に 、 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 処 理 手 段 で あ る カ ー ド リ ー ダ ４ ２ に て 受 け 付 け ら れ て い る
会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 （ 会 員 カ ー ド ６ ） を 該 遊 技 用 装 置 の 内 部 に 留 保 す る た め の も の で
あ る 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
  操 作 部 ４ ７ は 、 図 ４ に 示 す よ う に 、 貯 玉 （ 貯 メ ダ ル ） 景 品 交 換 処 理 ， 又 は 貯 玉 処 理 の 各
モ ー ド の 選 択 を 受 け 付 け る た め の も の で あ り 、 例 え ば タ ッ チ パ ネ ル 式 の デ ィ ス プ レ イ に よ
り 構 成 さ れ 、 遊 技 場 ２ の 店 員 に よ り 操 作 さ れ る も の で あ る 。 こ の 操 作 部 ４ ７ は 、 遊 技 者 操
作 用 端 末 ４ ９ の デ ィ ス プ レ イ ４ ５ と 共 に 、 報 知 手 段 の 一 例 で あ っ て 、 留 保 手 段 で あ る カ ー
ド 回 収 ボ ッ ク ス ４ ４ に よ り 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 が 留 保 さ れ て い る 旨 を 報 知 す る も の で
あ り 、 カ ー ド 回 収 ボ ッ ク ス ４ ４ に 会 員 カ ー ド ６ が 回 収 さ れ た と き に 、 所 定 の メ ッ セ ー ジ を
表 示 す る 。 バ ー コ ー ド リ ー ダ ４ ８ は 、 計 数 レ シ ー ト に 記 録 さ れ た 計 数 玉 数 を 表 す バ ー コ ー
ド や 、 所 定 の 景 品 に 付 さ れ た 景 品 玉 数 を 表 す バ ー コ ー ド 等 を 読 み 取 る た め の も の で あ り 、
遊 技 場 ２ の 店 員 に よ り 操 作 さ れ る も の で あ る 。
【 ０ ０ ４ ５ 】
  デ ィ ス プ レ イ ４ ５ は 、 バ ー コ ー ド リ ー ダ ４ ８ に よ り 読 み 取 ら れ た バ ー コ ー ド か ら 特 定 さ
れ る 計 数 玉 数 ， 及 び カ ー ド リ ー ダ ４ ２ に よ り 読 み 取 ら れ た 会 員 Ｉ Ｄ か ら 特 定 さ れ る 貯 玉 数
や 貯 メ ダ ル 数 を 表 示 す る た め の 部 位 で あ り 、 上 述 し た よ う に 報 知 手 段 と し て 機 能 す る （ 例
え ば 図 １ １ の Ｄ ５ １ を 参 照 ） 。 テ ン キ ー ４ ６ は 会 員 カ ー ド ６ を 使 用 す る た め の 暗 証 番 号 を
入 力 す る た め の も の で あ り 、 ０ ～ ９ ま で の 数 値 を 入 力 す る た め の 数 値 キ ー と 、 入 力 し た 数
値 を ク リ ア す る た め の ク リ ア キ ー と か ら な る 。
【 ０ ０ ４ ６ 】
　 次 に 管 理 装 置 ５ ０ に つ い て 、 図 １ を 用 い て 説 明 す る 。 こ の 管 理 装 置 ５ ０ は 、 会 員 カ ー ド
６ か ら 読 み 取 ら れ た 会 員 Ｉ Ｄ か ら 特 定 さ れ る 会 員 情 報 を 利 用 し た 取 引 を 不 可 と す る 使 用 不
可 設 定 ， 及 び 該 使 用 不 可 設 定 が 設 定 さ れ た 会 員 カ ー ド ６ か ら 読 み 取 ら れ た 会 員 Ｉ Ｄ か ら 特
定 さ れ る 会 員 情 報 を 利 用 し た 取 引 を 再 び 可 能 と す る 使 用 可 能 設 定 が 設 定 可 能 で あ り 、 図 １
に 示 す よ う に ハ ー ド デ ィ ス ク ５ １ ， 入 力 装 置 ５ ２ ， デ ィ ス プ レ イ ５ ３ ， 制 御 部 ５ ４ ， 及 び
場 内 通 信 部 ５ ５ を 備 え る も の で あ る 。
【 ０ ０ ４ ７ 】
　 ハ ー ド デ ィ ス ク ５ １ は 、 会 員 情 報 管 理 手 段 の 一 例 で あ っ て 、 会 員 登 録 を 行 っ た 会 員 遊 技
者 を 個 々 に 特 定 可 能 な 会 員 遊 技 者 特 定 情 報 と 対 応 付 け て 、 該 会 員 遊 技 者 に 関 す る 会 員 情 報
を 管 理 す る も の で あ り 、 こ こ で は 会 員 Ｉ Ｄ と 対 応 付 け て 、 会 員 情 報 及 び 会 員 遊 技 情 報 を そ
れ ぞ れ 図 ５ に 示 す 会 員 情 報 Ｄ Ｂ 及 び 会 員 遊 技 情 報 Ｄ Ｂ に よ り 管 理 し て い る 。
【 ０ ０ ４ ８ 】
　 こ の 会 員 情 報 Ｄ Ｂ に は 、 図 ５ に 示 す よ う に 各 会 員 Ｉ Ｄ と 対 応 付 け て 、 該 会 員 Ｉ Ｄ に 対 応
す る 会 員 カ ー ド ６ を 使 用 す る た め の 暗 証 情 報 で あ る 「 暗 証 番 号 」 ， 該 会 員 Ｉ Ｄ の 会 員 遊 技
者 の 「 氏 名 」 ， 同 「 性 別 」 ， 同 「 住 所 」 ， 同 「 電 話 番 号 」 ， 該 会 員 カ ー ド ６ の 残 度 数 で あ
る 「 残 度 数 」 ， 該 会 員 Ｉ Ｄ の 会 員 遊 技 者 が 所 有 す る 「 貯 玉 数 」 ， 同 「 貯 メ ダ ル 数 」 ， 該 会
員 カ ー ド ６ の 使 用 の 可 不 可 の 設 定 で あ る 「 使 用 可 不 可 設 定 」 ， 該 会 員 カ ー ド ６ の 使 用 の 可
不 可 を 設 定 し た 日 付 で あ る 「 設 定 日 」 が 管 理 さ れ て い る 。 な お 、 会 員 カ ー ド ６ の 発 行 時 に
は 使 用 可 と 設 定 さ れ て お り 、 設 定 日 は 該 会 員 カ ー ド ６ の 発 行 日 で あ る 。
【 ０ ０ ４ ９ 】
　 ま た 、 会 員 遊 技 情 報 Ｄ Ｂ に は 、 図 ５ に 示 す よ う に 各 会 員 Ｉ Ｄ と 対 応 付 け て 、 該 会 員 Ｉ Ｄ
の 会 員 遊 技 者 が 前 回 遊 技 を し た 日 付 で あ る 「 遊 技 日 」 ， 前 回 遊 技 を 行 っ た 機 種 で あ る 「 遊
技 機 種 」 ， 前 回 遊 技 の と き の 差 玉 数 （ ま た は 差 枚 数 ） で あ る 「 差 玉 数 （ 差 枚 数 ） 」 ， 前 回
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遊 技 の と き の 大 当 り 回 数 で あ る 「 大 当 り （ Ｂ ． Ｂ ） 」 ， 前 回 遊 技 の と き の 確 率 変 動 を 伴 う
大 当 り の 回 数 で あ る 「 確 変 大 当 り 」 ， 前 回 遊 技 を 行 っ た 時 間 で あ る 「 遊 技 時 間 」 ， 前 回 遊
技 中 の ス タ ー ト 回 数 （ ゲ ー ム 数 ） の 合 計 で あ る 「 総 ス タ ー ト （ 総 ゲ ー ム ） 」 ， 前 回 の 大 当
り の 間 の ゲ ー ム 数 の 平 均 値 で あ る 「 平 均 Ｔ Ｓ 」 が 管 理 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ５ ０ 】
　 入 力 装 置 ５ ２ は 、 各 種 の 情 報 の 入 力 を 受 け 付 け る た め の 入 力 デ バ イ ス で あ り 、 例 え ば キ
ー ボ ー ド や マ ウ ス 等 で あ る 。 デ ィ ス プ レ イ ５ ３ は 、 各 種 の 情 報 を 表 示 す る た め の 表 示 デ バ
イ ス で あ り 、 例 え ば 液 晶 表 示 器 で あ る 。 こ の 入 力 装 置 ５ ２ 及 び デ ィ ス プ レ イ ５ ３ は 、 使 用
不 可 設 定 手 段 の 一 例 で あ っ て 、 会 員 カ ー ド か ら 読 み 取 ら れ た 会 員 Ｉ Ｄ か ら 特 定 さ れ る 会 員
情 報 を 利 用 し た 取 引 を 不 可 と す る 使 用 不 可 設 定 を 設 定 す る も の で あ る 。 ま た 、 入 力 装 置 ５
２ 及 び デ ィ ス プ レ イ ５ ３ は 、 使 用 可 能 設 定 手 段 の 一 例 で あ っ て 、 使 用 不 可 設 定 手 段 に よ り
使 用 不 可 設 定 が 設 定 さ れ た 会 員 カ ー ド か ら 読 み 取 ら れ た 会 員 Ｉ Ｄ か ら 特 定 さ れ る 会 員 情 報
を 利 用 し た 取 引 を 再 び 可 能 と す る も の で も あ る 。
【 ０ ０ ５ １ 】
　 制 御 部 ５ ４ は 、 Ｃ Ｐ Ｕ ， Ｒ Ａ Ｍ ， 及 び Ｒ Ｏ Ｍ 等 を 備 え 、 Ｒ Ｏ Ｍ に 記 憶 さ れ て い る 処 理 プ
ロ グ ラ ム が Ｒ Ａ Ｍ を 作 業 領 域 と し て Ｃ Ｐ Ｕ で 実 行 さ れ る こ と に よ り 、 管 理 装 置 ５ ０ に 設 け
ら れ る 各 構 成 要 素 の 動 作 を 制 御 し て 各 種 の 処 理 を 行 う も の で あ る 。 こ の 制 御 部 ５ ４ は 、 会
員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 受 付 確 認 手 段 ， 遊 技 用 装 置 特 定 手 段 ， 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 情 報
抹 消 手 段 ， 判 定 手 段 と し て 機 能 す る が 、 こ れ ら の 処 理 に つ い て は 後 述 す る 。
【 ０ ０ ５ ２ 】
　 場 内 通 信 部 ５ ５ は 、 通 信 回 線 を 介 し て 各 遊 技 用 装 置 の 通 信 部 ２ ３ ， ３ ３ ， ４ ３ と 通 信 可
能 に 接 続 さ れ 、 管 理 装 置 ５ ０ と 各 遊 技 用 装 置 と の 間 の 通 信 を 司 る も の で あ る 。 こ の 場 内 通
信 部 ５ ５ は 、 判 定 結 果 送 信 手 段 の 一 例 で あ っ て 、 判 定 手 段 （ こ こ で は 制 御 部 ５ ４ ） に よ る
判 定 結 果 （ こ こ で は 受 け 付 け ら れ て い る 会 員 カ ー ド ６ が 使 用 不 可 設 定 さ れ て い る か 否 か の
判 定 結 果 ） を 要 求 元 の 遊 技 用 装 置 （ こ こ で は カ ー ド ユ ニ ッ ト ２ ０ ， 情 報 表 示 端 末 ３ ０ ， 及
び Ｐ Ｏ Ｓ 装 置 ４ ０ ） に 対 し て 送 信 す る も の で あ る 。
【 ０ ０ ５ ３ 】
　 以 上 に 説 明 し た 管 理 装 置 ５ ０ の 作 用 に つ い て 図 ６ 及 び 図 ７ を 用 い て 説 明 す る 。 最 初 に 、
会 員 カ ー ド ６ の 使 用 可 不 可 の 設 定 方 法 に つ い て 図 ６ を 用 い て 説 明 す る 。 ま ず 、 会 員 遊 技 者
が 会 員 カ ー ド ６ を 紛 失 し た 旨 を 遊 技 場 ２ の 店 員 に 伝 え る と 、 店 員 が 該 紛 失 し た 会 員 カ ー ド
６ の 使 用 停 止 を す る た め の 操 作 を 行 う 。 図 ６ の Ｄ １ １ に 示 す 会 員 カ ー ド 使 用 可 不 可 設 定 画
面 に お い て は 、 会 員 遊 技 者 の 氏 名 又 は 会 員 Ｉ Ｄ を 、 氏 名 欄 又 は 会 員 Ｉ Ｄ 欄 に 入 力 装 置 ５ ２
に よ り 入 力 し て （ こ こ で は 氏 名 が 入 力 さ れ て い る ） 、 「 検 索 」 を ク リ ッ ク す る 。 こ の と き
該 入 力 さ れ た 氏 名 又 は 会 員 Ｉ Ｄ か ら 特 定 さ れ る 会 員 カ ー ド ６ （ こ こ で は 会 員 Ｉ Ｄ が ０ ０ ０
１ の 会 員 カ ー ド ６ ） の 「 使 用 可 不 可 」 の 設 定 情 報 が 図 ５ の 会 員 管 理 Ｄ Ｂ か ら 検 索 さ れ る 。
【 ０ ０ ５ ４ 】
　 こ こ で 該 検 索 の 結 果 、 会 員 カ ー ド ６ が 使 用 可 と 設 定 さ れ て い る と き に は Ｄ １ ２ に 示 す 画
面 が 表 示 さ れ 、 該 会 員 カ ー ド ６ （ こ こ で は 会 員 Ｉ Ｄ が ０ ０ ０ １ の 会 員 カ ー ド ６ ） が 現 在 使
用 可 に 設 定 さ れ て い る 旨 と 、 該 会 員 カ ー ド ６ を 使 用 不 可 に 設 定 す る か 否 か の 判 断 を 促 す 旨
が 表 示 さ れ る 。 こ こ で 「 設 定 」 に マ ウ ス の ポ イ ン タ を 合 わ せ て ク リ ッ ク す る と 、 該 会 員 カ
ー ド ６ （ こ こ で は 会 員 Ｉ Ｄ が ０ ０ ０ １ の 会 員 カ ー ド ６ ） が 使 用 不 可 に 設 定 さ れ る 。
【 ０ ０ ５ ５ 】
　 な お 、 前 記 検 索 の 結 果 、 会 員 カ ー ド ６ が 使 用 不 可 と 設 定 さ れ て い る と き に は Ｄ １ ３ に 示
す 画 面 が 表 示 さ れ 、 該 会 員 カ ー ド （ こ こ で は 会 員 Ｉ Ｄ が ０ ０ ０ １ の 会 員 カ ー ド ６ ） が 現 在
使 用 不 可 に 設 定 さ れ て い る 旨 と 、 該 会 員 カ ー ド ６ を 使 用 可 に 設 定 す る か 否 か の 判 断 を 促 す
旨 が 表 示 さ れ る 。 こ こ で 「 設 定 」 に マ ウ ス の ポ イ ン タ を 合 わ せ て ク リ ッ ク す る と 、 該 会 員
カ ー ド ６ （ こ こ で は 会 員 Ｉ Ｄ が ０ ０ ０ １ の 会 員 カ ー ド ６ ） が 使 用 可 に 設 定 さ れ る 。 従 っ て
、 紛 失 し た 会 員 カ ー ド ６ を 一 時 使 用 不 可 に 設 定 し 、 該 紛 失 し た 会 員 カ ー ド ６ が 出 て き た こ
と に よ り 、 再 度 該 会 員 カ ー ド ６ を 使 用 可 に 設 定 で き る の で 、 遊 技 場 は 会 員 カ ー ド ６ の 再 発
行 に か か る 無 駄 な コ ス ト を 低 減 す る こ と が で き る 。
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【 ０ ０ ５ ６ 】
  ま た 、 図 ６ の Ｄ １ ２ に お い て 、 「 設 定 」 を ク リ ッ ク し 会 員 カ ー ド ６ を 使 用 不 可 に 設 定 し
た と き に 、 制 御 部 ５ ４ は 、 各 遊 技 用 装 置 の 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 処 理 手 段 （ カ ー ド リ ー
ダ ２ ２ ， ３ ２ ， ４ ２ ） に 使 用 不 可 に 設 定 さ れ た 会 員 カ ー ド ６ が 受 け 付 け ら れ て い る か 否 か
を 確 認 す る 。 こ こ で は 、 前 記 各 遊 技 用 装 置 の 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 処 理 手 段 が 会 員 カ ー
ド ６ を 受 け 付 け る と 、 各 遊 技 用 装 置 の 制 御 部 ２ １ ， ３ １ ， ４ １ が 通 信 部 ２ ３ ， ３ ３ ， ４ ３
を 介 し て 管 理 装 置 ５ ０ に 該 会 員 カ ー ド か ら 読 み 取 ら れ た 会 員 Ｉ Ｄ を 特 定 可 能 な 情 報 が 送 信
さ れ る と 共 に 、 該 遊 技 用 装 置 の 装 置 Ｉ Ｄ を 特 定 可 能 な 情 報 が 送 信 さ れ 、 制 御 部 ５ ４ の Ｒ Ａ
Ｍ に 前 記 情 報 が 記 憶 さ れ る 。 制 御 部 ５ ４ は 該 Ｒ Ａ Ｍ に 記 憶 さ れ た 会 員 Ｉ Ｄ に 、 前 記 使 用 不
可 に 設 定 さ れ た 会 員 カ ー ド ６ に 対 応 す る 会 員 Ｉ Ｄ が 存 在 し て い る か 否 か を 確 認 し 、 存 在 し
て い る と 確 認 し た と き に は 、 該 会 員 Ｉ Ｄ に 対 応 す る 装 置 Ｉ Ｄ を 特 定 す る 。 こ れ に 基 づ い て
デ ィ ス プ レ イ ５ ３ に は 、 図 ７ の Ｄ １ ４ に 示 す よ う に 、 前 記 会 員 Ｉ Ｄ （ こ こ で は 会 員 Ｉ Ｄ が
０ ０ ０ １ ） の 会 員 カ ー ド ６ が 現 在 遊 技 用 装 置 で 使 用 さ れ て い る 旨 が 表 示 さ れ 、 該 遊 技 用 装
置 の 種 別 （ こ こ で は カ ー ド ユ ニ ッ ト ２ ０ ） と 該 遊 技 用 装 置 を 特 定 可 能 な 装 置 Ｉ Ｄ （ こ こ で
は ３ ５ ３ ） が 併 せ て 表 示 さ れ る 。 従 っ て 、 使 用 不 可 と 設 定 さ れ た 会 員 カ ー ド ６ が 受 け 付 け
ら れ て い る 遊 技 用 装 置 を 特 定 す る こ と が で き る の で 、 確 実 に 使 用 不 可 と 設 定 さ れ た 会 員 カ
ー ド ６ を 回 収 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ５ ７ 】
　 即 ち 、 制 御 部 ５ ４ は 、 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 処 理 手 段 （ こ こ で は カ ー ド リ ー ダ ２ ２ ，
３ ２ ， ４ ２ ） に 、 使 用 不 可 設 定 手 段 （ こ こ で は 入 力 装 置 ５ ２ 及 び デ ィ ス プ レ イ ５ ３ ） に よ
り 使 用 不 可 設 定 が 設 定 さ れ た 会 員 カ ー ド ６ が 受 け 付 け ら れ て い る か 否 か を 確 認 す る 会 員 遊
技 者 特 定 記 録 媒 体 受 付 確 認 手 段 と し て 機 能 し 、 該 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 受 付 確 認 手 段 （
制 御 部 ５ ４ ） に よ り 、 該 使 用 不 可 設 定 が 設 定 さ れ た 会 員 カ ー ド ６ が 受 け 付 け ら れ て い る と
確 認 さ れ た と き に 、 該 使 用 不 可 設 定 が 設 定 さ れ た 会 員 カ ー ド ６ が 受 け 付 け ら れ て い る 遊 技
用 装 置 を 特 定 す る 遊 技 用 装 置 特 定 手 段 と し て 機 能 す る も の で あ る 。 ま た 、 デ ィ ス プ レ イ ５
３ は 、 遊 技 用 装 置 特 定 手 段 （ こ こ で は 制 御 部 ５ ４ ） に よ り 特 定 さ れ た 遊 技 用 装 置 を 特 定 可
能 な 情 報 （ こ こ で は 装 置 種 別 ， 装 置 Ｉ Ｄ ） を 表 示 す る 表 示 手 段 と し て 機 能 す る 。
【 ０ ０ ５ ８ 】
　 ま た 、 図 ７ の Ｄ １ ５ に 示 す よ う に 、 図 ５ に 示 し た 会 員 情 報 Ｄ Ｂ か ら 使 用 不 可 と 設 定 さ れ
て い る 会 員 カ ー ド ６ の 会 員 Ｉ Ｄ を 、 制 御 部 ５ ４ が 抽 出 し て デ ィ ス プ レ イ ５ ３ に 一 覧 表 示 す
る こ と が 可 能 で あ る 。 こ の と き デ ィ ス プ レ イ ５ ３ は 、 使 用 不 可 設 定 手 段 に よ り 使 用 不 可 設
定 が 設 定 さ れ て い る 会 員 カ ー ド ６ を 特 定 可 能 な 情 報 （ こ こ で は 会 員 Ｉ Ｄ ） を 一 覧 表 示 す る
会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 表 示 手 段 と し て 機 能 す る 。 従 っ て 、 使 用 不 可 と 設 定 さ れ た 会 員 カ
ー ド ６ を 特 定 可 能 な 情 報 を 管 理 し て そ の 一 覧 を 表 示 す る こ と が で き る の で 、 一 見 し て 使 用
不 可 と 設 定 さ れ た 会 員 カ ー ド ６ を 把 握 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ５ ９ 】
　 ま た 、 制 御 部 ５ ４ は 、 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 情 報 抹 消 手 段 の 一 例 で あ っ て 、 使 用 不 可
設 定 手 段 （ 入 力 装 置 ５ ２ 及 び デ ィ ス プ レ イ ５ ３ ） に よ り 使 用 不 可 設 定 が 設 定 さ れ て い る 会
員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 （ 会 員 カ ー ド ６ ） に 代 わ る 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 の 発 行 が 行 わ れ
た と き に 、 前 記 使 用 不 可 設 定 手 段 に よ り 使 用 不 可 設 定 が 設 定 さ れ て い る 会 員 遊 技 者 特 定 記
録 媒 体 か ら 特 定 さ れ る 会 員 遊 技 者 に 関 す る 情 報 を 抹 消 す る も の で あ る 。 図 ７ の Ｄ １ ６ に 示
す 例 で は 、 使 用 不 可 に 設 定 さ れ て い る 会 員 Ｉ Ｄ が ０ ０ ０ ２ の 会 員 カ ー ド ６ に 代 わ る 会 員 Ｉ
Ｄ が １ ０ ０ ２ の 会 員 カ ー ド ６ の 発 行 が 行 わ れ た と き に 、 制 御 部 ５ ４ に よ っ て 会 員 Ｉ Ｄ が ０
０ ０ ２ の 会 員 カ ー ド ６ の デ ー タ が 抹 消 さ れ る と 共 に 、 デ ィ ス プ レ イ ５ ３ に 、 会 員 Ｉ Ｄ が １
０ ０ ２ の 会 員 カ ー ド が 再 発 行 さ れ た 旨 と 、 現 在 使 用 不 可 に 設 定 さ れ て い る 該 会 員 Ｉ Ｄ が ０
０ ０ ２ の 会 員 カ ー ド ６ の デ ー タ を 抹 消 す る 旨 が 表 示 さ れ る 。 従 っ て 、 使 用 不 可 と 設 定 さ れ
た 会 員 カ ー ド ６ は 、 こ れ に 代 わ る 会 員 カ ー ド ６ の 発 行 が 行 わ れ た こ と に 基 づ い て 、 該 使 用
不 可 と 設 定 さ れ た 会 員 カ ー ド ６ に 対 応 す る 情 報 が 抹 消 さ れ る の で 、 遊 技 場 は 会 員 カ ー ド ６
を 複 数 管 理 す る 必 要 が な く な る 。
【 ０ ０ ６ ０ 】
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　 さ ら に 、 制 御 部 ５ ４ は 、 判 定 手 段 の 一 例 で あ っ て 、 確 認 要 求 手 段 か ら の 要 求 に 応 じ て 、
使 用 不 可 設 定 手 段 に よ る 設 定 に 基 づ い て 、 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 処 理 手 段 に て 受 け 付 け
ら れ て い る 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 が 前 記 使 用 不 可 設 定 手 段 に よ り 使 用 不 可 設 定 が 設 定 さ
れ て い る か 否 か を 判 定 す る も の で あ り 、 こ こ で は 遊 技 用 装 置 の 通 信 部 ２ ３ ， ３ ３ ， ４ ３ か
ら 送 信 さ れ て き た 確 認 要 求 に 応 じ て 、 使 用 不 可 設 定 手 段 （ こ こ で は 入 力 装 置 ５ ２ 及 び デ ィ
ス プ レ イ ５ ３ ） に よ る 設 定 に 基 づ い て 、 カ ー ド リ ー ダ ２ ２ ， ３ ２ ， ４ ２ に 受 け 付 け ら れ て
い る 会 員 カ ー ド ６ が 使 用 不 可 設 定 手 段 に よ り 使 用 不 可 の 設 定 が 行 わ れ て い る か 否 か を 判 定
す る 。 こ の 判 定 結 果 は 、 判 定 結 果 送 信 手 段 で あ る 場 内 通 信 部 ５ ５ に よ っ て 、 要 求 元 の 遊 技
用 装 置 （ こ こ で は カ ー ド ユ ニ ッ ト ２ ０ ， 情 報 表 示 端 末 ３ ０ ， 及 び Ｐ Ｏ Ｓ 装 置 ４ ０ ） に 対 し
て 送 信 さ れ る 。
【 ０ ０ ６ １ 】
　 以 上 に 説 明 し た 管 理 装 置 ５ ０ と 遊 技 用 装 置 （ カ ー ド ユ ニ ッ ト ２ ０ ， 情 報 表 示 端 末 ３ ０ ，
及 び Ｐ Ｏ Ｓ 装 置 ４ ０ ） を 含 む 遊 技 用 シ ス テ ム １ の 作 用 に つ い て 図 ８ ～ 図 １ １ を 用 い て 説 明
す る 。 ま ず 最 初 に 管 理 装 置 ５ ０ と カ ー ド ユ ニ ッ ト ２ ０ の 作 用 に つ い て 図 ２ ， 図 ８ ， 及 び 図
９ を 用 い て 説 明 す る 。
【 ０ ０ ６ ２ 】
　 こ こ で 、 カ ー ド ユ ニ ッ ト ２ ０ は 、 遊 技 場 ２ の 外 部 の カ ー ド デ ー タ 管 理 端 末 と 通 信 可 能 に
接 続 さ れ て い る も の と す る 。 こ の カ ー ド デ ー タ 管 理 端 末 は 、 プ リ ペ イ ド カ ー ド ７ に 関 す る
カ ー ド デ ー タ と し て 、 プ リ ペ イ ド カ ー ド Ｉ Ｄ と 対 応 付 け て 、 前 記 残 度 数 ， 該 プ リ ペ イ ド カ
ー ド ７ の 発 券 に 供 さ れ た 遊 技 価 値 の 大 き さ で あ る 発 券 度 数 ， 該 プ リ ペ イ ド カ ー ド ７ の 記 録
情 報 か ら 特 定 さ れ る 遊 技 価 値 の 大 き さ に 対 す る 価 値 加 算 に 供 さ れ た 遊 技 価 値 の 大 き さ で あ
る 加 算 度 数 ， 及 び 遊 技 に 使 用 さ れ た 遊 技 価 値 の 大 き さ で あ る 使 用 度 数 が 管 理 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ６ ３ 】
　 ま ず カ ー ド ユ ニ ッ ト ２ ０ の 稼 働 中 に は 、 図 ８ の Ｄ ２ １ に 示 す 画 面 が デ ィ ス プ レ イ ２ ６ に
表 示 さ れ る 。 こ の Ｄ ２ １ で は 、 会 員 カ ー ド ６ 又 は プ リ ペ イ ド カ ー ド ７ の 挿 入 を 促 す 旨 が 表
示 さ れ る 。 な お 以 下 に 説 明 す る デ ィ ス プ レ イ ２ ６ に 表 示 さ れ る 各 画 面 に お い て 、 遊 技 者 又
は 会 員 遊 技 者 に よ り 「 返 却 」 ボ タ ン が 押 圧 操 作 さ れ る と 、 カ ー ド リ ー ダ ２ ２ に よ り 受 け 付
け ら れ て い る 会 員 カ ー ド ６ 又 は プ リ ペ イ ド カ ー ド ７ が カ ー ド 挿 入 口 ２ ２ ａ か ら 排 出 さ れ て
、 こ の Ｄ ２ １ に 戻 る 。
【 ０ ０ ６ ４ 】
　 こ の Ｄ ２ １ で 、 遊 技 者 が 所 有 し て い る プ リ ペ イ ド カ ー ド ７ が カ ー ド 挿 入 口 ２ ２ ａ か ら 挿
入 さ れ て 、 カ ー ド リ ー ダ ２ ２ に よ り 該 プ リ ペ イ ド カ ー ド ７ の 記 録 情 報 が 読 み 取 ら れ る と 、
プ リ ペ イ ド カ ー ド ７ か ら 読 み 取 ら れ た プ リ ペ イ ド カ ー ド Ｉ Ｄ が 、 図 示 し な い カ ー ド デ ー タ
管 理 端 末 に 対 し て 送 信 さ れ 、 該 カ ー ド デ ー タ 管 理 端 末 に お い て 、 該 プ リ ペ イ ド カ ー ド Ｉ Ｄ
が 照 合 さ れ 、 照 合 Ｏ Ｋ で あ れ ば 、 照 合 Ｏ Ｋ で あ る 旨 と 、 該 カ ー ド デ ー タ 管 理 端 末 に て 管 理
さ れ て い る 該 プ リ ペ イ ド カ ー ド Ｉ Ｄ に 対 応 す る 残 度 数 を 示 す 情 報 が カ ー ド デ ー タ 管 理 端 末
か ら カ ー ド ユ ニ ッ ト ２ ０ に 対 し て 送 信 さ れ る 。 該 照 合 Ｏ Ｋ で あ る 旨 と 、 前 記 残 度 数 を 示 す
情 報 を 受 信 し た カ ー ド ユ ニ ッ ト ２ ０ の デ ィ ス プ レ イ ２ ６ に お い て は 、 図 ８ の Ｄ ２ ２ に 示 す
画 面 が 表 示 さ れ る 。 こ の Ｄ ２ ２ で は 、 前 記 カ ー ド デ ー タ 管 理 端 末 か ら 送 信 さ れ た 残 度 数 ，
及 び 予 め 設 定 さ れ て い る 玉 貸 単 位 度 数 が 表 示 さ れ る 。 こ の 玉 貸 単 位 度 数 は 、 遊 技 者 が 「 設
定 」 ボ タ ン を 押 圧 操 作 す る こ と に よ り 設 定 変 更 可 能 で あ る 。
【 ０ ０ ６ ５ 】
  こ の Ｄ ２ ２ で 、 遊 技 者 に よ り 「 玉 貸 」 ボ タ ン が 押 圧 操 作 さ れ る と 、 カ ー ド ユ ニ ッ ト ２ ０
と パ チ ン コ 機 １ ０ と の 間 で パ チ ン コ 玉 の 貸 与 に 関 す る 信 号 の や り 取 り が 行 わ れ て 、 玉 貸 単
位 度 数 分 の パ チ ン コ 玉 が パ チ ン コ 機 １ ０ の 内 部 か ら 払 い 出 さ れ て 貸 与 さ れ 、 該 玉 貸 単 位 度
数 が デ ィ ス プ レ イ ２ ６ に 表 示 さ れ て い る 残 度 数 か ら 減 算 更 新 さ れ る 。
【 ０ ０ ６ ６ 】
  な お 前 記 Ｄ ２ ２ に お け る パ チ ン コ 玉 の 貸 与 の 終 了 後 に は 、 カ ー ド ユ ニ ッ ト ２ ０ か ら プ リ
ペ イ ド カ ー ド Ｉ Ｄ ， 及 び パ チ ン コ 玉 の 貸 与 に 供 さ れ た 度 数 を 示 す 情 報 が 、 カ ー ド デ ー タ 管
理 端 末 に 対 し て 送 信 さ れ る 。 そ し て カ ー ド デ ー タ 管 理 端 末 に お い て は 、 カ ー ド ユ ニ ッ ト ２
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０ か ら 受 信 し た プ リ ペ イ ド カ ー ド Ｉ Ｄ と 対 応 付 け て 管 理 さ れ て い る カ ー ド デ ー タ の う ち の
前 記 使 用 度 数 に 対 し て 該 受 信 し た 度 数 が 加 算 更 新 さ れ る と 共 に 、 該 更 新 後 の 使 用 度 数 に 基
づ い て 前 記 残 度 数 が 算 出 さ れ て 更 新 さ れ る 。
【 ０ ０ ６ ７ 】
  一 方 、 Ｄ ２ ２ で 、 遊 技 者 に よ り 「 価 値 加 算 」 ボ タ ン が 押 圧 操 作 さ れ る と 、 図 ８ の Ｄ ２ ３
に 示 す 画 面 が デ ィ ス プ レ イ ２ ６ に 表 示 さ れ る 。 こ の Ｄ ２ ３ で は 、 貨 幣 ８ の 挿 入 を 促 す 旨 が
表 示 さ れ る 。 こ の Ｄ ２ ３ で 、 遊 技 者 に よ り 貨 幣 ８ が 貨 幣 挿 入 口 ２ ７ ａ か ら 挿 入 さ れ て 、 貨
幣 識 別 機 ２ ７ に よ り 該 貨 幣 ８ の 金 額 が 識 別 さ れ る と 、 該 貨 幣 ８ の 金 額 に 相 当 す る 残 度 数 が
デ ィ ス プ レ イ ２ ６ に 表 示 さ れ て い る 残 度 数 に 加 算 更 新 さ れ て 、 図 ８ の Ｄ ２ ４ に 示 す 画 面 が
デ ィ ス プ レ イ ２ ６ に 表 示 さ れ る 。 こ の Ｄ ２ ４ で は 、 貨 幣 識 別 機 ２ ７ に よ り 識 別 さ れ た 貨 幣
８ の 金 額 で あ る 加 算 金 額 ， 前 記 加 算 更 新 後 の 残 度 数 ， 及 び 予 め 設 定 さ れ て い る 玉 貸 単 位 度
数 が 表 示 さ れ る 。 そ し て 所 定 時 間 （ 例 え ば ５ 秒 間 ） の 経 過 後 に 、 前 記 Ｄ ２ ２ に 戻 る 。
【 ０ ０ ６ ８ 】
  な お 前 記 Ｄ ２ ３ に お け る 価 値 加 算 の 終 了 後 に は 、 プ リ ペ イ ド カ ー ド Ｉ Ｄ ， 及 び 価 値 加 算
に 供 さ れ た 度 数 を 示 す 情 報 が 、 カ ー ド ユ ニ ッ ト ２ ０ か ら 前 記 カ ー ド デ ー タ 管 理 端 末 に 対 し
て 送 信 さ れ る 。 そ し て カ ー ド デ ー タ 管 理 端 末 に お い て は 、 カ ー ド ユ ニ ッ ト ２ ０ か ら 受 信 し
た プ リ ペ イ ド カ ー ド Ｉ Ｄ と 対 応 付 け て 管 理 さ れ て い る カ ー ド デ ー タ の う ち 、 前 記 残 度 数 に
対 し て 該 受 信 し た 度 数 が 加 算 更 新 さ れ る と 共 に 、 前 記 加 算 度 数 に 対 し て 該 受 信 し た 度 数 が
加 算 更 新 さ れ る 。
【 ０ ０ ６ ９ 】
  Ｄ ２ １ に 戻 り 、 会 員 遊 技 者 が 所 有 し て い る 会 員 カ ー ド ６ が カ ー ド 挿 入 口 ２ ２ ａ か ら 挿 入
さ れ て 、 カ ー ド リ ー ダ ２ ２ に よ り 該 会 員 カ ー ド ６ の 記 録 情 報 が 読 み 取 ら れ る と 、 ま ず 確 認
要 求 と し て 、 該 読 み 取 ら れ た 会 員 Ｉ Ｄ が 通 信 部 ２ ３ か ら 管 理 装 置 ５ ０ の 場 内 通 信 部 ５ ５ に
送 信 さ れ る と 共 に 、 カ ー ド ユ ニ ッ ト ２ ０ の 装 置 Ｉ Ｄ を 特 定 可 能 な 情 報 が 送 信 さ れ 、 前 述 し
た よ う に 制 御 部 ５ ４ の Ｒ Ａ Ｍ に 記 憶 さ れ る 。
判 定 手 段 で あ る 制 御 部 ５ ４ が 会 員 情 報 Ｄ Ｂ を 参 照 し て 該 会 員 Ｉ Ｄ か ら 特 定 さ れ る 会 員 カ ー
ド ６ の 使 用 の 可 不 可 を 判 定 し 、 該 判 定 結 果 を 場 内 通 信 部 ５ ５ か ら 装 置 Ｉ Ｄ に よ り 特 定 さ れ
る 要 求 元 の カ ー ド ユ ニ ッ ト ２ ０ の 通 信 部 ２ ３ に 送 信 す る 。
【 ０ ０ ７ ０ 】
　 そ の 結 果 、 使 用 不 可 で あ っ た と き に は 、 制 御 部 ２ １ は カ ー ド リ ー ダ ２ ２ を 制 御 し て 受 け
付 け た 会 員 カ ー ド ６ を カ ー ド 回 収 ボ ッ ク ス ２ ４ に 回 収 す る と 共 に 、 前 記 読 み 取 ら れ た 会 員
Ｉ Ｄ か ら 特 定 さ れ る 会 員 情 報 を 利 用 し た 取 引 を 実 行 さ せ な い 。
即 ち 該 読 み 取 ら れ た 会 員 Ｉ Ｄ と 対 応 付 け て 管 理 さ れ て い る 残 度 数 を 利 用 し た 玉 貸 処 理 ， 同
残 度 数 に 対 す る 価 値 加 算 処 理 ， 及 び 同 貯 玉 数 を 利 用 し た 貯 玉 再 プ レ イ 処 理 が 実 行 不 可 能 に
な る 。 ま た 、 図 ９ の Ｄ ３ １ に 示 す よ う に デ ィ ス プ レ イ ２ ６ に 受 け 付 け た 会 員 カ ー ド ６ が 使
用 不 可 で あ る 旨 と 、 該 カ ー ド を 回 収 す る 旨 が 表 示 さ れ る 。 ま た 、 こ の と き 多 機 能 ラ ン プ ２
５ が 所 定 の 態 様 で 発 光 す る こ と に よ っ て 前 記 会 員 カ ー ド ６ を 回 収 し た こ と を 店 員 に 報 知 す
る 。 従 っ て 、 カ ー ド ユ ニ ッ ト ２ ０ で 、 使 用 不 可 と 設 定 さ れ た 会 員 カ ー ド ６ が 確 認 さ れ た 場
合 、 そ の 会 員 カ ー ド ６ が 留 保 さ れ 、 該 留 保 さ れ て い る 旨 が 報 知 さ れ る の で 、 使 用 不 可 で あ
る 会 員 カ ー ド ６ を 確 実 に 回 収 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ７ １ 】
　 な お 、 上 記 確 認 要 求 の 結 果 、 受 け 付 け た 会 員 カ ー ド ６ が 使 用 可 で あ っ た と き に は 、 図 ９
の Ｄ ３ ２ に 示 す 画 面 が デ ィ ス プ レ イ ２ ６ に 表 示 さ れ る 。 こ の Ｄ ３ ２ で は 、 暗 証 番 号 の 入 力
を 促 す 旨 が 表 示 さ れ る と 共 に 、 該 入 力 を す る た め の 「 テ ン キ ー 」 が 表 示 さ れ る 。 こ こ で テ
ン キ ー に よ っ て 暗 証 番 号 を 入 力 し て 「 Ｏ Ｋ 」 を 押 す と 、 会 員 Ｉ Ｄ 及 び 該 暗 証 番 号 を 示 す 情
報 が 管 理 装 置 ５ ０ に 送 信 さ れ 、 会 員 情 報 Ｄ Ｂ に よ り 管 理 さ れ て い る 該 会 員 Ｉ Ｄ と 対 応 す る
暗 証 番 号 と の 照 合 が 行 わ れ る 。 こ の 照 合 が 合 致 し た と き に は 、 管 理 装 置 ５ ０ か ら カ ー ド ユ
ニ ッ ト ２ ０ に 照 合 が 合 致 し た 旨 を 示 す 情 報 と 、 該 会 員 Ｉ Ｄ に 対 応 す る 残 度 数 及 び 貯 玉 数 を
示 す 情 報 が 送 信 さ れ る 。 カ ー ド ユ ニ ッ ト ２ ０ の 制 御 部 ２ １ は 、 前 記 情 報 を 受 信 し た こ と に
基 づ い て 、 残 度 数 及 び 貯 玉 数 を Ｒ Ａ Ｍ に 記 憶 す る と 共 に 、 デ ィ ス プ レ イ ２ ６ に Ｄ ３ ３ に 示
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す 画 面 を 表 示 す る 。
【 ０ ０ ７ ２ 】
　 こ の Ｄ ３ ３ に お い て は 、 前 述 し た 図 ８ の Ｄ ２ ２ に 示 し た 画 面 に お け る 操 作 と 同 様 の 操 作
が 可 能 で あ る 他 、 貯 玉 の 使 用 が 選 択 で き る （ こ こ で は 左 下 の 「 貯 玉 使 用 」 を 押 す こ と に よ
り 選 択 さ れ る ） 。 図 ９ の Ｄ ３ ３ に お い て 貯 玉 の 使 用 を 選 択 し た と き に は 、 Ｄ ３ ４ に 示 す 貯
玉 再 プ レ イ 画 面 に 移 る 。 こ こ で は 、 貯 玉 数 （ こ こ で は １ ０ ８ ８ 発 ） に 応 じ た 再 プ レ イ 回 数
（ こ こ で は ７ 回 ） が 表 示 さ れ て い て 、 「 貯 玉 再 プ レ イ 」 を 押 す 毎 に 貯 玉 １ ２ ５ 発 が 再 プ レ
イ 用 と し て 遊 技 者 に 供 給 さ れ 、 該 貯 玉 再 プ レ イ １ 回 に 必 要 な 貯 玉 数 （ こ こ で は 、 再 プ レ イ
用 貯 玉 １ ２ ５ 発 ＋ 手 数 料 ２ ５ 発 ＝ １ ５ ０ 発 ） が 貯 玉 数 か ら 減 算 さ れ て デ ィ ス プ レ イ ２ ６ の
表 示 が 更 新 さ れ る （ Ｄ ３ ５ ） 。 こ の と き 、 カ ー ド ユ ニ ッ ト ２ ０ か ら 、 会 員 Ｉ Ｄ 及 び 使 用 し
た 貯 玉 数 を 示 す 情 報 が 管 理 装 置 ５ ０ に 送 信 さ れ る 。 管 理 装 置 ５ ０ に お い て は 、 前 記 情 報 に
基 づ い て 会 員 情 報 Ｄ Ｂ が 管 理 し て い る 該 会 員 Ｉ Ｄ に 対 応 す る 貯 玉 数 か ら 前 記 使 用 し た 貯 玉
数 を 減 算 し て 更 新 す る 。 な お 、 Ｄ ３ ５ の 画 面 で 左 下 の 「 プ リ ペ イ ド 」 を 押 す と Ｄ ３ ３ の 画
面 に 戻 り 残 度 数 を 利 用 す る こ と が 可 能 に な る 。
【 ０ ０ ７ ３ 】
　 次 に 、 管 理 装 置 ５ ０ と 情 報 表 示 端 末 ３ ０ の 作 用 に つ い て 図 ３ 及 び 図 １ ０ を 用 い て 説 明 す
る 。 ま ず 情 報 表 示 端 末 ３ ０ の 稼 働 中 に は 、 図 １ ０ の Ｄ ４ ０ に 示 す 画 面 が デ ィ ス プ レ イ ３ ６
に 表 示 さ れ る 。 こ の Ｄ ４ ０ で は 、 会 員 カ ー ド ６ の 挿 入 を 促 す 旨 が 表 示 さ れ る 。 会 員 遊 技 者
に よ り 該 会 員 遊 技 者 が 所 有 し て い る 会 員 カ ー ド ６ が カ ー ド 挿 入 口 ３ ２ ａ か ら 挿 入 さ れ て 、
カ ー ド リ ー ダ ３ ２ に よ り 該 会 員 カ ー ド ６ の 記 録 情 報 が 読 み 取 ら れ る と 、 ま ず 確 認 要 求 と し
て 、 該 読 み 取 ら れ た 会 員 Ｉ Ｄ が 通 信 部 ３ ３ か ら 管 理 装 置 ５ ０ の 場 内 通 信 部 ５ ５ に 送 信 さ れ
る と 共 に 、 情 報 表 示 端 末 ３ ０ の 装 置 Ｉ Ｄ を 特 定 可 能 な 情 報 が 送 信 さ れ 、 前 述 し た よ う に 制
御 部 ５ ４ の Ｒ Ａ Ｍ に 記 憶 さ れ る 。 判 定 手 段 で あ る 制 御 部 ５ ４ が 会 員 情 報 Ｄ Ｂ を 参 照 し て 該
会 員 Ｉ Ｄ か ら 特 定 さ れ る 会 員 カ ー ド ６ の 使 用 の 可 不 可 を 判 定 し 、 該 判 定 結 果 を 場 内 通 信 部
５ ５ か ら 装 置 Ｉ Ｄ に よ り 特 定 さ れ る 要 求 元 の 情 報 表 示 端 末 ３ ０ の 通 信 部 ３ ３ に 送 信 す る 。
【 ０ ０ ７ ４ 】
　 そ の 結 果 、 使 用 不 可 で あ っ た と き に は 、 制 御 部 ３ １ は カ ー ド リ ー ダ ３ ２ を 制 御 し て 受 け
付 け た 会 員 カ ー ド ６ を カ ー ド 回 収 ボ ッ ク ス ３ ４ に 回 収 す る と 共 に 、 前 記 読 み 取 ら れ た 会 員
Ｉ Ｄ か ら 特 定 さ れ る 会 員 情 報 を 利 用 し た 取 引 を 実 行 さ せ な い 。 。 即 ち 該 読 み 取 ら れ た 会 員
Ｉ Ｄ と 対 応 付 け て 管 理 さ れ て い る 会 員 遊 技 情 報 の 表 示 処 理 が 実 行 不 可 能 に な る 。 ま た 、 図
１ ０ の Ｄ ４ １ に 示 す よ う に デ ィ ス プ レ イ ３ ６ に 受 け 付 け た 会 員 カ ー ド ６ が 使 用 不 可 で あ る
旨 と 、 該 会 員 カ ー ド ６ を 回 収 す る 旨 が 表 示 さ れ る 。 ま た 、 こ の と き パ ト ラ イ ト ３ ５ が 所 定
の 態 様 で 発 光 す る こ と に よ っ て 前 記 会 員 カ ー ド ６ を 回 収 し た こ と を 店 員 に 報 知 す る 。 従 っ
て 、 情 報 表 示 端 末 ３ ０ で 、 使 用 不 可 と 設 定 さ れ た 会 員 カ ー ド ６ が 確 認 さ れ た 場 合 、 そ の 会
員 カ ー ド ６ が 留 保 さ れ 、 該 留 保 さ れ て い る 旨 が 報 知 さ れ る の で 、 使 用 不 可 で あ る 会 員 カ ー
ド ６ を 確 実 に 回 収 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ７ ５ 】
　 な お 、 上 記 確 認 要 求 の 結 果 、 受 け 付 け た 会 員 カ ー ド ６ が 使 用 可 で あ っ た と き に は 、 図 １
０ の Ｄ ４ ２ に 示 す 画 面 が デ ィ ス プ レ イ ３ ６ に 表 示 さ れ る 。 こ の Ｄ ４ ２ で は 、 暗 証 番 号 の 入
力 を 促 す 旨 が 表 示 さ れ る と 共 に 、 該 入 力 を す る た め の 「 テ ン キ ー 」 が 表 示 さ れ る 。 こ こ で
テ ン キ ー に よ っ て 暗 証 番 号 を 入 力 し て 「 Ｏ Ｋ 」 押 す と 会 員 Ｉ Ｄ 及 び 該 暗 証 番 号 を 示 す 情 報
が 管 理 装 置 ５ ０ に 送 信 さ れ 、 会 員 情 報 Ｄ Ｂ に よ り 管 理 さ れ て い る 該 会 員 Ｉ Ｄ と 対 応 す る 暗
証 番 号 と の 照 合 が 行 わ れ る 。 こ の 照 合 が 合 致 し た と き に は 、 管 理 装 置 ５ ０ か ら 情 報 表 示 端
末 ３ ０ に 照 合 が 合 致 し た 旨 を 示 す 情 報 と 、 該 会 員 Ｉ Ｄ に 対 応 す る 情 報 で あ っ て 、 会 員 情 報
Ｄ Ｂ に よ り 管 理 さ れ る 「 残 度 数 」 ， 「 貯 玉 数 」 ， 「 貯 メ ダ ル 数 」 ， 会 員 遊 技 情 報 Ｄ Ｂ に よ
り 管 理 さ れ る 「 遊 技 日 」 ， 「 遊 技 機 種 」 ， 「 差 玉 」 ， 「 大 当 り 」 ， 「 確 変 大 当 り 」 ， 「 遊
技 時 間 」 ， 「 総 ス タ ー ト 」 ， 「 平 均 Ｔ Ｓ 」 を 示 す 情 報 が 送 信 さ れ る 。 情 報 表 示 端 末 ３ ０ の
制 御 部 ３ １ は 、 通 信 部 ３ ３ が 、 前 記 情 報 を 受 信 し た こ と に 基 づ い て 、 デ ィ ス プ レ イ ３ ６ に
Ｄ ４ ３ に 示 す 画 面 を 表 示 す る 。
【 ０ ０ ７ ６ 】
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　 最 後 に 管 理 装 置 ５ ０ と Ｐ Ｏ Ｓ 装 置 ４ ０ の 作 用 に つ い て 図 ４ 及 び 図 １ １ を 用 い て 説 明 す る
。 ま ず Ｐ Ｏ Ｓ 装 置 ４ ０ の 稼 働 中 に は 、 図 １ １ の Ｄ ５ ０ に 示 す 画 面 が デ ィ ス プ レ イ ４ ５ に 表
示 さ れ る 。 こ の Ｄ ５ ０ で は 、 会 員 カ ー ド ６ の 挿 入 を 促 す 旨 が 表 示 さ れ る 。 会 員 遊 技 者 に よ
り 該 会 員 遊 技 者 が 所 有 し て い る 会 員 カ ー ド ６ が カ ー ド 挿 入 口 ４ ２ ａ か ら 挿 入 さ れ て 、 カ ー
ド リ ー ダ ４ ２ に よ り 該 会 員 カ ー ド ６ の 記 録 情 報 が 読 み 取 ら れ る と 、 ま ず 確 認 要 求 と し て 、
該 読 み 取 ら れ た 会 員 Ｉ Ｄ が 通 信 部 ４ ３ か ら 管 理 装 置 ５ ０ の 場 内 通 信 部 ５ ５ に 送 信 さ れ る と
共 に 、 Ｐ Ｏ Ｓ 装 置 ４ ０ の 装 置 Ｉ Ｄ を 特 定 可 能 な 情 報 が 送 信 さ れ 、 前 述 し た よ う に 制 御 部 ５
４ の Ｒ Ａ Ｍ に 記 憶 さ れ る 。 判 定 手 段 で あ る 制 御 部 ５ ４ が 会 員 情 報 Ｄ Ｂ を 参 照 し て 該 会 員 Ｉ
Ｄ か ら 特 定 さ れ る 会 員 カ ー ド ６ の 使 用 の 可 不 可 を 判 定 し 、 該 判 定 結 果 を 場 内 通 信 部 ５ ５ か
ら 装 置 Ｉ Ｄ に よ り 特 定 さ れ る 要 求 元 の Ｐ Ｏ Ｓ 装 置 ４ ０ の 通 信 部 ４ ３ に 送 信 す る 。
【 ０ ０ ７ ７ 】
　 そ の 結 果 、 使 用 不 可 で あ っ た と き に は 、 制 御 部 ４ １ は カ ー ド リ ー ダ ４ ２ を 制 御 し て 受 け
付 け た 会 員 カ ー ド ６ を カ ー ド 回 収 ボ ッ ク ス ４ ４ に 回 収 す る と 共 に 、 前 記 読 み 取 ら れ た 会 員
Ｉ Ｄ か ら 特 定 さ れ る 会 員 情 報 を 利 用 し た 取 引 を 実 行 さ せ な い 。 。 即 ち 該 読 み 取 ら れ た 会 員
Ｉ Ｄ と 対 応 付 け て 管 理 さ れ て い る 貯 玉 数 や 貯 メ ダ ル 数 を 利 用 し た 貯 玉 景 品 交 換 処 理 が 実 行
不 可 能 に な る 。 ま た 、 図 １ １ の Ｄ ５ １ に 示 す よ う に デ ィ ス プ レ イ ４ ５ に 受 け 付 け た 会 員 カ
ー ド ６ が 使 用 不 可 で あ る 旨 と 、 該 会 員 カ ー ド ６ を 回 収 す る 旨 が 表 示 さ れ 、 操 作 部 ４ ７ に も
同 様 に 会 員 カ ー ド ６ を 回 収 す る 旨 が 表 示 さ れ る 。 従 っ て 、 Ｐ Ｏ Ｓ 装 置 ４ ０ で 、 使 用 不 可 と
設 定 さ れ た 会 員 カ ー ド ６ が 確 認 さ れ た 場 合 、 そ の 会 員 カ ー ド ６ が 留 保 さ れ 、 該 留 保 さ れ て
い る 旨 が 報 知 さ れ る の で 、 使 用 不 可 で あ る 会 員 カ ー ド ６ を 確 実 に 回 収 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ７ ８ 】
　 な お 、 上 記 確 認 要 求 の 結 果 、 受 け 付 け た 会 員 カ ー ド ６ が 使 用 可 で あ っ た と き に は 、 図 １
１ の Ｄ ５ ２ に 示 す 画 面 が デ ィ ス プ レ イ ４ ５ に 表 示 さ れ る 。 こ の Ｄ ５ ２ で は 、 暗 証 番 号 の 入
力 を 促 す 旨 が 表 示 さ れ る 。 こ こ で テ ン キ ー ４ ６ に よ っ て 暗 証 番 号 を 入 力 し て 「 Ｏ Ｋ 」 押 す
と 、 会 員 Ｉ Ｄ 及 び 該 暗 証 番 号 を 示 す 情 報 が 管 理 装 置 ５ ０ に 送 信 さ れ 、 会 員 情 報 Ｄ Ｂ に よ り
管 理 さ れ て い る 該 会 員 Ｉ Ｄ と 対 応 す る 暗 証 番 号 と の 照 合 が 行 わ れ る 。 こ の 照 合 が 合 致 し た
と き に は 、 管 理 装 置 ５ ０ か ら Ｐ Ｏ Ｓ 装 置 ４ ０ に 照 合 が 合 致 し た 旨 を 示 す 情 報 と 、 該 会 員 Ｉ
Ｄ に 対 応 す る 貯 玉 数 及 び 貯 メ ダ ル 数 を 示 す 情 報 が 送 信 さ れ る 。 Ｐ Ｏ Ｓ 装 置 ４ ０ の 制 御 部 ４
１ は 、 通 信 部 ４ ３ が 前 記 情 報 を 受 信 し た こ と に 基 づ い て デ ィ ス プ レ イ ４ ５ に Ｄ ５ ３ に 示 す
画 面 を 表 示 す る 。 こ の Ｄ ５ ３ に お い て は 、 受 け 付 け た 会 員 カ ー ド ６ か ら 読 み 取 ら れ た 会 員
Ｉ Ｄ に 対 応 す る 貯 玉 数 及 び 貯 メ ダ ル 数 が 表 示 さ れ る 。 会 員 遊 技 者 は こ の Ｄ ５ ３ に 表 示 さ れ
る 貯 玉 数 や 貯 メ ダ ル 数 に 基 づ い て 、 貯 玉 （ 貯 メ ダ ル ） に よ る 景 品 交 換 を 行 う こ と が で き る
。
【 ０ ０ ７ ９ 】
　 例 え ば 、 会 員 遊 技 者 が 貯 玉 を 景 品 に 交 換 し た い と き に は 、 Ｄ ５ ３ の 状 態 で 遊 技 場 の 店 員
が 図 ４ （ ａ ） に 示 す 操 作 部 ４ ７ の 「 貯 玉 （ 貯 メ ダ ル ） 景 品 交 換 」 を 選 択 し 、 バ ー コ ー ド リ
ー ダ ４ ８ に よ っ て 、 所 定 の 景 品 に 付 さ れ た 景 品 玉 数 を 表 す バ ー コ ー ド を 読 み 取 る こ と に よ
り 該 景 品 玉 数 に 対 応 す る 貯 玉 数 が 減 算 更 新 さ れ る 。 店 員 は 該 バ ー コ ー ド を 読 み 取 ら せ た 景
品 を 会 員 遊 技 者 に 渡 す こ と で 景 品 交 換 が 終 了 す る 。 な お 、 会 員 遊 技 者 が 貯 玉 （ 貯 メ ダ ル ）
を 行 い た い と き に は 、 Ｄ ５ ３ の 状 態 で 、 遊 技 場 の 店 員 が 図 ４ （ ａ ） に 示 す 操 作 部 ４ ７ の 「
貯 玉 （ 貯 メ ダ ル ） 」 を 選 択 し 、 バ ー コ ー ド リ ー ダ ４ ８ に よ っ て 計 数 レ シ ー ト の バ ー コ ー ド
を 読 み 取 る こ と に よ り 、 該 読 み 取 ら れ た 計 数 玉 数 が 、 現 在 の 貯 玉 数 に 加 算 さ れ る 。
【 ０ ０ ８ ０ 】
  最 後 に 、 本 発 明 に 係 る 遊 技 用 シ ス テ ム １ の 変 形 例 に つ い て 説 明 す る 。
【 ０ ０ ８ １ 】
  上 記 の 実 施 形 態 で は 、 図 １ に 示 す よ う に 、 遊 技 場 ２ に 、 遊 技 用 装 置 と し て 、 カ ー ド ユ ニ
ッ ト ２ ０ と 、 情 報 表 示 端 末 ３ ０ と 、 Ｐ Ｏ Ｓ 装 置 ４ ０ が 設 け ら れ る 例 に つ い て 説 明 し た が 、
こ れ に 限 ら ず 、 該 遊 技 用 装 置 は こ れ ら の う ち の 一 以 上 で あ れ ば 良 い 。 ま た 、 遊 技 用 装 置 は
、 こ こ に 挙 げ た も の に 限 ら ず 、 会 員 カ ー ド を 受 け 付 け て 、 該 受 け 付 け た 会 員 カ ー ド か ら 会
員 遊 技 者 特 定 情 報 を 読 み 取 り 、 該 読 み 取 っ た 会 員 遊 技 者 特 定 情 報 か ら 特 定 さ れ る 会 員 情 報
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を 利 用 し た 取 引 の 処 理 を 行 う も の で あ れ ば 良 い 。
【 ０ ０ ８ ２ 】
　 上 記 の 実 施 形 態 で は 、 会 員 登 録 を 行 っ た 会 員 遊 技 者 を 個 々 に 特 定 可 能 な 会 員 遊 技 者 特 定
情 報 が 会 員 Ｉ Ｄ で あ る 例 に つ い て 説 明 し た が 、 こ れ に 限 ら ず 、 各 会 員 カ ー ド ６ 毎 に 割 り 振
ら れ た 会 員 カ ー ド Ｉ Ｄ で も 良 い 。 ま た 、 会 員 Ｉ Ｄ と 会 員 カ ー ド Ｉ Ｄ の 両 方 を 用 い て も 良 い
。
【 ０ ０ ８ ３ 】
  上 記 の 実 施 形 態 で は 、 会 員 遊 技 者 特 定 記 録 媒 体 （ 会 員 カ ー ド ６ ） 又 は 遊 技 用 記 録 媒 体 （
プ リ ペ イ ド カ ー ド ７ ） が Ｉ Ｃ カ ー ド で あ る 例 に つ い て 説 明 し た が 、 こ れ に 限 ら ず 、 該 記 録
媒 体 は 磁 気 カ ー ド 等 で あ っ て も 良 く 、 ま た 、 カ ー ド 型 で は な く メ ダ ル 型 の 媒 体 で あ っ て も
良 い 。 ま た 上 記 の 実 施 形 態 で は 、 貨 幣 ８ が ４ 種 類 の 紙 幣 で あ る 例 に つ い て 説 明 し た が 、 こ
れ に 限 ら ず 、 該 貨 幣 ８ は 、 前 記 ４ 種 類 の 紙 幣 の う ち の 一 又 は 二 以 上 の 紙 幣 で あ っ て も 良 く
、 ま た 硬 貨 で あ っ て も 良 い 。
【 ０ ０ ８ ４ 】
　 上 記 の 実 施 形 態 で は 、 会 員 カ ー ド ６ の 暗 証 情 報 が 遊 技 者 が テ ン キ ー に よ っ て 入 力 す る 暗
証 番 号 で あ る 例 に つ い て 説 明 し た が 、 こ れ に 限 ら ず 、 暗 証 情 報 は 、 指 紋 ， 声 紋 ， 虹 彩 ， 筆
跡 等 の 個 人 を 認 識 可 能 な 情 報 で あ っ て も 良 い 。
【 ０ ０ ８ ５ 】
　 上 記 の 実 施 形 態 で は 、 遊 技 機 が 、 パ チ ン コ 玉 が 外 部 に 払 い 出 さ れ る 通 常 の パ チ ン コ 機 １
０ で あ る 例 に つ い て 説 明 し た が 、 こ れ に 限 ら ず 、 該 遊 技 機 は 、 例 え ば パ チ ン コ 玉 が 指 触 不
能 に 封 入 さ れ た 封 入 式 の パ チ ン コ 機 ， メ ダ ル や パ チ ン コ 玉 が 外 部 に 払 い 出 さ れ る ス ロ ッ ト
マ シ ン や パ チ ロ ッ ト ， メ ダ ル が 外 部 に 払 い 出 さ れ る こ と な く 遊 技 可 能 な ク レ ジ ッ ト 式 の ス
ロ ッ ト マ シ ン 等 で あ っ て も 良 く 、 さ ら に は パ チ ン コ 玉 や メ ダ ル 等 を 用 い ず に デ ー タ 等 に よ
り 遊 技 可 能 な 遊 技 機 ， 遊 技 盤 や パ チ ン コ 玉 が 画 像 に て 表 示 さ れ る 画 像 式 の パ チ ン コ 機 ， リ
ー ル が 画 像 に て 表 示 さ れ る 画 像 式 の ス ロ ッ ト マ シ ン 等 で あ っ て も 良 く 、 そ の 種 類 や 形 態 は
特 に 限 定 さ れ な い 。 ま た パ チ ン コ 機 １ ０ は Ｃ Ｒ 式 の パ チ ン コ 機 １ ０ に は 限 ら れ ず 、 い わ ゆ
る 現 金 式 の パ チ ン コ 機 で あ っ て も 良 い 。
【 ０ ０ ８ ６ 】
　 上 記 の 実 施 形 態 で は 、 カ ー ド ユ ニ ッ ト ２ ０ が 、 パ チ ン コ 機 １ ０ と の 間 で パ チ ン コ 玉 の 貸
与 に 関 す る 信 号 の や り 取 り を 行 う こ と に よ り 遊 技 媒 体 の 貸 与 を 行 う Ｃ Ｒ ユ ニ ッ ト で あ る 例
に つ い て 説 明 し た が 、 こ れ に 限 ら ず 、 該 カ ー ド ユ ニ ッ ト は 、 自 ら 玉 払 出 装 置 を 備 え て 遊 技
媒 体 の 貸 与 を 行 う も の で も 良 い 。 ま た 上 記 の 実 施 形 態 で は 、 カ ー ド ユ ニ ッ ト ２ ０ が 、 遊 技
媒 体 と し て パ チ ン コ 玉 を 貸 与 す る た め の 玉 貸 処 理 を 行 う も の で あ る 例 に つ い て 説 明 し た が
、 こ れ に 限 ら ず 、 該 カ ー ド ユ ニ ッ ト は 、 遊 技 媒 体 と し て メ ダ ル を 貸 与 す る た め の メ ダ ル 貸
与 処 理 を 行 う も の で も 良 く 、 ま た 遊 技 機 が 前 記 封 入 式 の パ チ ン コ 機 や 前 記 ク レ ジ ッ ト 式 の
ス ロ ッ ト マ シ ン で あ る 場 合 に は 、 そ れ ら 遊 技 機 で の 遊 技 に 使 用 さ れ る 遊 技 媒 体 で あ る 得 点
・ 持 点 を 加 算 す る 処 理 を 行 う も の で も 良 い 。
【 ０ ０ ８ ７ 】
　 上 記 の 実 施 形 態 で は 、 会 員 カ ー ド ６ を カ ー ド リ ー ダ ２ ２ ， ３ ２ ， ４ ２ に 挿 入 し た 際 に 、
該 会 員 カ ー ド ６ の 使 用 の 可 不 可 の 確 認 を 管 理 装 置 ５ ０ に 要 求 す る 例 に つ い て 説 明 し た が 、
こ れ に 限 ら ず 、 会 員 カ ー ド ６ の 挿 入 時 に は 使 用 の 可 不 可 の 確 認 を 要 求 せ ず に 、 該 会 員 カ ー
ド ６ の 暗 証 番 号 の 照 合 を す る 際 に 使 用 の 可 不 可 の 確 認 要 求 を 併 せ て 行 う も の で も 良 い 。
【 ０ ０ ８ ８ 】
　 上 記 の 実 施 形 態 で は 、 留 保 手 段 （ カ ー ド 回 収 ボ ッ ク ス ２ ４ ） に よ り 会 員 カ ー ド ６ が 留 保
さ れ て い る 旨 を 報 知 す る 報 知 手 段 が カ ー ド ユ ニ ッ ト ２ ０ が 備 え る 多 機 能 ラ ン プ ２ ５ で あ る
例 に つ い て 説 明 し た が 、 こ れ に 限 ら ず パ チ ン コ 機 １ ０ に 対 応 し て 設 け ら れ た 呼 出 ラ ン プ 装
置 の 呼 出 ラ ン プ で も 良 く 、 遊 技 島 毎 に 設 け ら れ た 代 表 ラ ン プ で あ っ て も 良 い 。 ま た 、 こ れ
ら 多 機 能 ラ ン プ ２ ５ ， 呼 出 ラ ン プ ， 及 び 代 表 ラ ン プ を 任 意 に 組 み 合 わ せ て 報 知 手 段 と し て
も 良 い 。 な お 、 呼 出 ラ ン プ 及 び 代 表 ラ ン プ は 、 多 機 能 ラ ン プ ２ ５ と 同 様 に 所 定 の 発 光 態 様
で 発 光 す る こ と に よ り 留 保 手 段 に よ り 会 員 カ ー ド ６ が 留 保 さ れ て い る 旨 を 報 知 す る も の で
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あ る 。
【 ０ ０ ８ ９ 】
　 上 記 の 実 施 形 態 で は 、 遊 技 用 装 置 （ カ ー ド ユ ニ ッ ト ２ ０ ， 情 報 表 示 端 末 ３ ０ ， 及 び Ｐ Ｏ
Ｓ 装 置 ４ ０ ） に お い て 会 員 カ ー ド ６ の 記 録 情 報 が 読 み 取 ら れ る と 、 該 読 み 取 ら れ た 会 員 Ｉ
Ｄ が 管 理 装 置 ５ ０ に 送 信 さ れ る と 共 に 、 該 遊 技 用 装 置 の 装 置 Ｉ Ｄ が 送 信 さ れ 、 管 理 装 置 ５
０ に お い て 使 用 の 可 不 可 が 判 定 さ れ る 例 に つ い て 説 明 し た が 、 こ れ に 限 ら ず 、 管 理 装 置 ５
０ か ら 所 定 期 間 毎 （ 例 え ば ５ 分 毎 ） に 遊 技 用 装 置 に 対 し て 前 記 会 員 Ｉ Ｄ と 装 置 Ｉ Ｄ を 送 信
す る 旨 を 示 す 命 令 信 号 を 送 信 し 、 該 命 令 信 号 に 応 じ て 遊 技 用 装 置 が 、 受 け 付 け て い る 会 員
カ ー ド ６ か ら 読 み 取 っ た 会 員 Ｉ Ｄ と 該 遊 技 用 装 置 の 装 置 Ｉ Ｄ を 管 理 装 置 ５ ０ に 対 し て 送 信
し 、 該 管 理 装 置 ５ ０ に お い て 同 様 に 使 用 の 可 不 可 が 判 定 さ れ る も の で も 良 い 。
【 ０ ０ ９ ０ 】
　 上 記 の 実 施 形 態 で は 、 受 け 付 け た 会 員 カ ー ド ６ が 使 用 不 可 で あ っ た と き に は 、 遊 技 用 装
置 が 会 員 カ ー ド ６ を カ ー ド 回 収 ボ ッ ク ス ２ ４ ， ３ ４ ， ４ ４ に 回 収 す る と 共 に 、 読 み 取 ら れ
た 会 員 Ｉ Ｄ か ら 特 定 さ れ る 会 員 情 報 を 利 用 し た 取 引 を 実 行 さ せ な い 例 に つ い て 説 明 し た が
、 こ れ に 限 ら ず 使 用 不 可 で あ る 会 員 カ ー ド ６ を 回 収 せ ず に 、 該 会 員 Ｉ Ｄ か ら 特 定 さ れ る 会
員 情 報 を 利 用 し た 取 引 を 実 行 さ せ な い よ う に し て も 良 い 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ９ １ 】
【 図 １ 】 図 １ は 遊 技 用 シ ス テ ム の 一 例 を 表 す 機 能 ブ ロ ッ ク 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 図 ２ （ ａ ） は カ ー ド ユ ニ ッ ト の 一 例 を 表 す 正 面 図 で あ り 、 図 ２ （ ｂ ） は 同 断 面 側
面 図 で あ り 、 図 ２ （ ｃ ） は 同 機 能 ブ ロ ッ ク 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 図 ３ （ ａ ） は 情 報 表 示 端 末 の 一 例 を 表 す 斜 視 図 で あ り 、 図 ３ （ ｂ ） は 同 機 能 ブ ロ
ッ ク 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 図 ４ （ ａ ） は Ｐ Ｏ Ｓ 装 置 の 一 例 を 表 す 斜 視 図 で あ り 、 図 ４ （ ｂ ） は 同 機 能 ブ ロ ッ
ク 図 で あ る 。
【 図 ５ 】 図 ５ は 管 理 装 置 の ハ ー ド デ ィ ス ク に お け る 会 員 情 報 Ｄ Ｂ 及 び 会 員 遊 技 情 報 Ｄ Ｂ の
管 理 内 容 の 一 例 を 表 す 図 で あ る 。
【 図 ６ 】 図 ６ は 管 理 装 置 の デ ィ ス プ レ イ に 表 示 さ れ る 会 員 カ ー ド 使 用 可 不 可 設 定 画 面 の 一
例 を 表 す 図 で あ る 。
【 図 ７ 】 図 ７ は 管 理 装 置 の デ ィ ス プ レ イ に 表 示 さ れ る 画 面 の 一 例 を 表 す 図 で あ る 。
【 図 ８ 】 図 ８ は カ ー ド ユ ニ ッ ト の デ ィ ス プ レ イ に 表 示 さ れ る 画 面 の 一 例 を 表 す 図 で あ る 。
【 図 ９ 】 図 ９ は 図 ８ の 続 き で あ る 。
【 図 １ ０ 】 図 １ ０ は 情 報 表 示 端 末 の デ ィ ス プ レ イ に 表 示 さ れ る 画 面 の 一 例 を 表 す 図 で あ る
。
【 図 １ １ 】 図 １ １ は Ｐ Ｏ Ｓ 装 置 の デ ィ ス プ レ イ に 表 示 さ れ る 画 面 の 一 例 を 表 す 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ９ ２ 】
　 　 １ … 遊 技 用 シ ス テ ム
　 　 ６ … 会 員 カ ー ド
　 ２ ０ … カ ー ド ユ ニ ッ ト
　 ２ １ … 制 御 部
　 ２ ２ … カ ー ド リ ー ダ
　 ２ ３ … 通 信 部
　 ２ ４ … カ ー ド 回 収 ボ ッ ク ス
　 ２ ５ … 多 機 能 ラ ン プ
　 ２ ６ … デ ィ ス プ レ イ
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